
渡辺 時間になりましたので始めます。進行は私，

慶應大学の渡辺と，医薬基盤研の川原先生の２名で

進めさせていただきます。

このシンポジウムは昨年もやっておりまして，昨

年は厚労省からは医療課，まさに薬価の担当部署か

ら江原先生に来ていただき，話を伺いました。薬価

の仕組みがなかなか複雑だというところまでは分

かって，結論は出なかったのですが，少なくとも問

題提起はできたかと思います。それを受けて今年は

さらに踏み込んで，この１年間かなりいろいろな動

きがあったので，問題提起に終わらせないで，後の

ディスカッションの中である程度の結論，道筋だけ

は示したいと思っています。

動きを整理しますと，去年のシンポジウムの原因

となったのは，漢方の生薬のある流通問屋が，薬価

以下で流通するのをやめて相場価格に変えたことか

らでした。それまで，その会社が赤字・逆ざや分を

かぶっていたのが，これは耐えられないと相場価格

に変えたところ，薬局で赤字部分をかぶるわけには

いかないので，その会社のものはなかなか使われな

くなりました。われわれ医療の現場にいる者として

は，後ほど三潴先生からもお話がありますが，やは

り生薬の煎じ薬を使う患者さんは，難治性の疾患や

癌の方が多いのです。そういう方々のためには，生

薬の煎じ薬がないと困ってしまうことがあります。

メジャーな会社が頑張ってはいてくれるのですが，

その会社も赤字に苦しんでいます。生薬を使った煎

じ薬が漢方の原点なので，これを続けることができ

るのかどうか，大変に危機感を持っております。

日本東洋医学会でも中四国支部の先生方が，薬価

が下がって流通する生薬の質もだんだん落ちている

という状況に対して，学会としては何もしないのか

と署名活動をして，１万何千かの署名を集めていま

す。ただ，出すタイミングなどがあったものですか

ら，学会全体としては今回は見合わせたという状況

です。それぐらい学会員にとっては切実な問題であ

り，深刻な問題だと考えていますが，薬価の仕組み

そのものが複雑である限りは，単純な答えがありま

せん。日本東洋医学会の本部としても別に手をこま

ねいて見ているわけではなくて，かなりいろいろな

活動をしています。

直近で言いますと，先週木曜日に，自民党の「日

本の誇れる漢方を推進する議員連盟」というものが

ありまして，鴨下一郎先生が会長で，安倍晋三総理，

今の厚労大臣の田村憲久さん，野田毅さんなど，閣

僚経験者が多数いるという会なのですが，石川会長

についてプレゼンをしてまいりました。日本東洋医

学会としては「国家戦略としてやるべき」という提

言をしたのですが，同時に日本生薬連合会からもプ

レゼンがあり，薬価の仕組みをどうにかしてほしい

と，これからお話しいただく姜さんと佐藤さんが話

をされたので，姜さんからその話が出ると思います。

このような動きは，かなり真摯に受け止められて

いて，やはり漢方の本当の原点である生薬を使った

煎じ薬をいかに守るかというところを，今日は第２

回目ということである程度の道筋を付けたいと思い

ます。演者の先生方には要点だけお話しいただき，

その後の討論に時間を費やしたいと思っております。

では，今日は４人の演者の方からお話しいただき

ます。最初の演者は，たむら薬局の下田宗人先生で

す。略歴は抄録にありますので割愛させていただき

ます。

それでは下田先生，お願いいたします。タイトル

は「現場の立場から」です。

生薬シンポジウム
座長：川原 信夫・渡辺 賢治

１． 現場の立場から 下田 宗人

２． 病院における生薬診療の必要性と生薬供給の実態 三潴 忠道

３． 薬価と生薬の品質 姜 東孝

４． 生薬をとりまく状況 長谷川浩一

２０１３年６月１日，鹿児島

第６４回日本東洋医学会学術総会
学会シンポジウム
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現場の立場から（薬局の抱える問題）

下田 宗人
たむら薬局

皆さん，こんにちは。ただ今，紹介いただきまし

た鳥取，たむら薬局の下田と申します。今日は生薬

を扱っている薬局の現状を皆さんに分かっていただ

きたくて，この席に立たせていただきました。よろ

しくお願いいたします。

まず，たむら薬局の概要ですが，昭和５０年９月に

開局し，昭和５４年８月に有限会社となり，そのころ

より近隣の保険医，福田整形外科医院の漢方処方箋

を主に応需しています。スタッフは１１名おり，月間

の処方箋枚数が約１，５００枚，うち９割は生薬を用い

た漢方の処方箋です。特徴として，湯液の調剤に加

え，丸薬，漢方の自家製剤外用薬，紫雲膏，太乙膏

なども多く調剤しています（図１）。

鳥取市の地図で見ると，当薬局から福田整形外科

医院まで，２００mぐらいの距離を患者様には歩いて

来ていただいています（図２）。

図３は外観です。

図４は中の投薬カウンターになります。当薬局で

は薬歴は電子薬歴で管理しており，投薬カウンター

が三つありますが，それぞれにパソコンを設置し，

薬歴を見ながら，患者様に投薬する形にしています。

図５は反対から見た図です。

図６は調剤室の中です。以前より，生薬は薬味箪

笥ではなくて，お茶のタッパーを利用しています。

このメリットは，５００gがすっぽり入ることと，生

薬の残量が少なくなったときにはすぐ分かり，補充

がしやすいためです。

中央に見えるのが生薬の分包機になります。

図７は反対の通路から見た図になります。生薬の

調剤は品目が多いので，量り間違えることもたくさ

んあります。そのために当薬局では，タッパーにそ

れぞれバーコードを付けて（図８），監査システム

を用いて，（図９）まずバーコードリーダーでタッ

パーを読み取り，何の生薬を量るということを記録

させてから，はかりで量って，最後に印字ボタンを

押せば，全て量った生薬の品目と計量値が出てくる

システムにしています。これによって，量り間違い

が少なくなりました。

図１０～図１３は実際に量っている現場の様子です。

量ったものをボールの中に入れて，全てを均等に混

合し，それを機械に流してスタートを押すと，下部

からティーバッグになって出てきます。

図１４が患者様にお渡しする煎じ薬の形式になって

います。

図１５は処方箋の様式です，生薬は片仮名で薬価が

通っているわけですが，片仮名で１０も２０も並んでい

ると，見間違いが多くあります。その為，漢字で表

記していただくようにしています。これは，視覚に

よりミスが少なくなるというメリットがあります。

（レセプト請求時はカタカナに変換されています）

処方の下部に「以上を末とし，蜂蜜で丸とす」と

ありますが，これは当薬局で生薬を粉にして蜂蜜で

丸薬にしたものを調剤しています。

図１６はコンピューターで，処方箋の内容を打ち込

んだ調剤録です。左側が計量記録，先ほどの監査シ

ステムで出てきた用紙です。大きさが同じように見

えますが，実際には左側の方がかなり小さいです。

これでコンピューターに打ち込んだ品目とトータル

数量が，例えば茯苓でしたら１４０g，調剤録も１４０g

で合っていますということを一つずつチェックして

いって，最後に７１４と書いていますが，生薬の総トー

タルの理論値が７１４g，それに対して風袋を含めて

実際に７２３gありましたということで，間違いない

ことを確認した上で，患者様に投薬するようにして

います。

図１７，図１８は当薬局で作っている丸薬です。丸薬

は分包機で，このように１回分ずつ分包して，お渡

しするようにしています。

図１９，図２０は生薬倉庫です。ここの倉庫は昭和６３

年に造ったのですが，生薬は生ものなので，その年々

によって出来がかなり違います。そうなると，今年

の出来が不作だと来年の生薬はかなり品質が落ちる

ということで，１年分の生薬を確保できるように倉

庫を造りました。これはエアコンディショナーで，

温度が１５℃ぐらいに設定できるようにしています。

ここの建物の倉庫は３階なので，生薬はかなり重

量があるので，ドラフトという荷物専用のエレベー

ターを付けて，下から上げられるようにしています。

それから，倉庫の壁は発泡スチロールの特殊なも
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のを吹き付けて，外からの熱が伝わりにくい特別な

加工をしています。

図２１は湯液の分注機になりますが，患者様によっ

ては自宅で匂いがひどくてなかなか煎じられないと

いう方もたくさんあり，そうした患者様の中で，ど

うしても湯液を飲んでいただきたい方には，当薬局

で浸煎薬としてお渡しする形で煎じて渡しています。

１週間分を基本として渡しています。

図２２が湯液パックです。１回分が１パックに入っ

ていて，１日２回，朝夕に飲んでいただくので２パ

ックという形ですが，費用としては，パックの原価

が１袋につき１５円程か掛かるので，１日につき３０円

の上乗せだけでお渡ししています。

湯液調剤料改定への取り組みということで，過去

において，こうした湯薬，浸煎薬は手間がすごく掛

かるのですが，保険上での点数がそれほど高くな

かった。そのために湯薬の調剤料を何とかしたいと

いうことで，ご当地鹿児島の沼田真由美先生が中心

になって，以上４人（図２３，図２４）の世話人を集め

て，調剤業務のタイムスタディー調査を平成２１年７

月に行いました。

タイムスタディー調査は図２５の方法で行ったので

すが，対象として，まず漢方のない新薬だけで，分

包しないものが Aの１。それから漢方がなく，一

包化といって，錠剤を分包する群を Aの２。生薬

があって，なおかつ生薬の分包機を使用している群

を Bの１，生薬の分包機を全く使用していない群

を Bの２として調査しました。

出てきたデータとしては，１処方当たりの生薬の

配合生薬数は，１０～１５種類が一番多かったです。ま

た１枚当たりの平均処方日数は７～１４日，１４～２１日，

２８日以上というのが割と多かったです。１処方にか

かる調剤時間ですが，１５～２５分を要しているという

データが出ています（図２６～図２８）。

まとめてみますと，生薬がない群では，分包がな

ければ日数に関係なくほとんど１０分前後でできてい

ますが，分包があると少し日数に相応して時間が長

くなっています（図２９）。

それに比較して，生薬の群では，機械を持ってい

るところでも，一般の薬に比べてかなり調剤時間が

かかっている，なおかつ，機械がなくて生薬を分包

している薬局では，日数倍数的に時間が増えている

というデータが出ました。

図３０は先のデータをグラフ化したものです。２２～

２８日は N数が少なかったせいもあって，少しイレ

ギュラーな数値が出ていますが，機械がなくて生薬

を分包される薬局においては，このような１処方に

対する調剤時間が出ています。

タイムスタディーの結論として，「湯薬調剤は一

包化調剤と比較しても格段に調剤時間を要している。

湯薬調剤に要する時間は７日分の調剤でも，錠剤一

包化３週間分の調剤時間と同等の時間を要する。湯

薬の分包機を用いない調剤では，ほぼ日数倍数的に

時間を要するが，分包機を用いる調剤では１４日以内

の調剤時間はあまり大きな差はなく，１４日を超える

場合には調剤時間が増える傾向がある」。

これは，分包機は１５日までが１回に流せる量に

なっているので，１４日までだと同じような時間です

が，それを超えるとさらに時間がかかるという結果

だと思います。この結果を基に，日本東洋医学会，

薬剤師会のお力添えを頂きながら平成２１年度に調剤

報酬改定の要望を出し，見事こちらの要求どおりの

点数を付けていただくことができました（図３１）。

ここで湯薬と丸薬の調剤料の変遷を紹介したいと

思います。平成２年から載せていますが，平成２年

のころには，調剤料として７日以内は１日につき６

点，６０円が日数倍数的にあります。８～１４日に関し

ては５点，１５日以上の分に関しては１日につき３点

という調剤料が付きます。湯薬や浸煎剤の場合に

は，４０点という点数を加算するようになっていまし

た。ずっとこの考え方で，平成１０年には丸薬は５０点

だったものが６０点，平成１４年に７５点と９０点と，点数

が少し上乗せされました。ただ，これだけの点数で

見ると，やはり実際の手間に相応するような点数で

はないと，当時から思っておりました。

平成１６年に少し画期的な変更があり，湯液や浸煎

剤の調剤料を新たに新設して，加算ではなくなりま

した。これで１調剤，例えば１週間分でも３週間分

でも，一つ湯剤を調剤すれば１２０点という点数にな

り，平成１８年にはその点数が１９０点に増えました

（図３２，図３３）。

ただ，先ほど述べたように，１週間調剤しても４

週間調剤しても１９０点という点数で，実際には１４日

以上の調剤が多い中にあって，これもおかしいとい

うことで，先ほどの調剤料に対する提言を行った結

果，平成２２年４月に，７日以内に関しては１９０点，
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８日を超える部分に関しては，１日につき１０点とい

う点数が付いて，２８日だと４００点，それ以上に関し

ては，いくら増えても一緒という形の点数になりま

した。

具体的に湯薬を１週間分，調剤したときの点数を，

平成２年から平成２２年にかけての変遷で見てみると，

例えば平成２０年の場合に，２８日分の調剤をして１９０

点だったものが，平成２２年には日数相応的になり

４００点ということで，調剤報酬改定で調剤料に関し

ては，ある程度，適正な調剤報酬の点数が付いたの

ではないかと思います（図３４）。

次に，薬価と実勢価格の推移を紹介したいと思い

ます。以下にお伝えする金額は５００gの定価で，消

費税は含みません。薬価の算定方式は後ほど厚労省

の長谷川先生から紹介があると思いますが，R２方

式ということで，これは錠剤も生薬も同じように一

律の考え方で，現状の仕入れ価格に応じて翌年，次

回の薬価が決まっていくようになっています。詳し

いことは，長谷川先生にお任せすることにします。

実際に，それぞれの生薬の納入価格と薬価を見て

いきたいと思います。以下の全てのデータの中で，

赤線が薬価です（図３５，図３６）。

茯苓の薬価においては，１９９８年は５００gが１，６００円

幾らだったものが，２０１２年では１，０００円少しになっ

ております。それに対して，実際の定価なのですが，

例えば黄色い線は U社の相場の定価価格ですが，

２００６年度ぐらいを境に逆転して，２０１２年度において

はかなり差が開いています（図３７）。

麦門冬も，やはり２００６年から薬価と実勢価格の定

価が逆転していて，２０１２年に至っては，薬価が

１，０００円少しに対して，実勢価格が T社さんで

３，０００円強，U社さんで５，０００円強と，薬価の３～５

倍という値段になっています（図３８）。

大棗も，やはり２００４年を境にして逆転現象を起こ

しています。薬価が７００円程度，それに対して，実

勢価格は１，４００円強と，２倍近い値段になっていま

す（図３９）。

白朮も，薬価は前回の２０１２年からは完全に逆転し

ています（図４０）。

柴胡も，下がっています。柴胡で，最初から紫の

線の高いものがありますが，これは日本産の三島柴

胡の値段です。私どもの薬局でも，なるべくいい生

薬をということで，当初は三島柴胡を用いていまし

たが，今現在では到底手が出ない値段になってし

まっています（図４１）。

山薬においても，やはり同じように２００６年を境に

逆転現象を起こしています（図４２）。

半夏も，２０１２年からかなり逆転しています。１９９８

年はこのような値段だったのですが，それ以前は１

～３級でかなり値段が分かれていて，１級半夏はか

なり大粒ないい半夏だったのですが，今は１級と称

してもかなり小粒のものになっていて，値段もそれ

ほど差がない形になっています（図４３，図４４）。

蒼朮も，２００６年から逆転現象を完全に起こしてい

ます（図４５）。

甘草は，２０１２年に上がることは上がったのですが，

実勢の相場ははるか上を行っています（図４６）。

地黄も，やはり２００６年ぐらいから逆転現象を起こ

しています（図４７）。

黄!も同じような形です（図４８）。
大黄も，やはり同じような形です（図４９）。

特に２０１２年からは，どの生薬においても本当に値

上がりがひどい状態になっています。

桃仁も同じような状態です（図５０）。

猪苓は今までお示しした中で唯一，当初の１９９８年

よりも薬価が上がっている品目ですが，やはり実勢

価格はそれを上回っています（図５１）。

ここで，当薬局の，生薬の年間の仕入れ量をまと

めてみました。例えば，グレーの線は茯苓ですが，

茯苓だと２００１年の時点では９００kgぐらいを生薬とし

て仕入れていました。中に凹凸になっているところ

がありますが，これは最初に申しましたように，今

年の出来が不出来だったときには，来年の品質が落

ちるということで，物によっては翌年分も合わせて

仕入れているものもありますので凹凸なっています

が，生薬の使用量としてはかなり落ちてきています。

これは患者様の数が減っているからこうなったので

はなくて，後ほど説明しますが，湯液から丸薬にシ

フトすることによって，生薬の使用量が落ちてきて

いると言えます（図５２）。

実際に保険請求した生薬を２００８年と２０１２年で比較

してみますと，軒並み落ちています（図５３）。この

中で一つだけ桂皮が上がっているのですが，桂皮に

関しては，よく使われる処方の中で桂枝と牡丹皮と

附子の丸薬をよく使っておられるので，桂皮の使用

量だけは増えていますが，その他に関しては減って
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います。

仮定の話なのですが，２０１２年の当薬局での使用量

を，仮に U社さんの定価で全て仕入れたとすると，

どれだけの損失になるかを見ますと，汎用生薬だけ

で２２６万円の損失が出るというのが今の状態です

（図５４）。ただ実際には，ある程度の量を仕入れて

いるので定価で入っているわけではなく，ここまで

の赤字ではないですが，やはり赤字が膨らんでいる

ことは事実です。

ここで生薬価格に影響する要因を私なりに考えて

みました。まず生産者の労働賃金，それから輸送費，

加工費，需要です。あとは為替相場が生薬の実勢価

格に影響する要因ではないかと私自身は思います。

どれを取っても，今後，生薬の実勢価格が下がる要

因はありません（図５５）。

そこで丸薬という選択肢を考えました。まず丸薬

の特徴ですが，手軽に持ち歩けます。煎薬と違って，

どこでも外出時でも服用できます。また，煎薬の場

合には煎じ方によって品質の誤差が出やすいのです

が，生薬を末としたもので丸薬にすることによって，

比較的，品質が安定します。それから，薬量は煎じ

薬の３分の１の薬量で，ほぼ同等の効果が得られま

す。それから，服用しやすい。

デメリットとして，あらかじめ丸薬にして準備す

るので，薬味の加減はできない。調剤の手間がすご

く掛かることがあります（図５６，図５７）。

ここで八味地黄湯を例に，煎薬と丸薬での生薬量

を比較してみると，煎薬は地黄が５g，山茱萸以下

図５８の量になりますが，丸薬にすると地黄以下１．２

～０．２gとなり，４分の１ぐらいの生薬量ですみま

す。

丸薬製造の工程ですが，各生薬を処方比どおりに

計量，混合して，粉砕器で生薬を粉にして，その粉

に蜂蜜を加えて練り上げ，練り上がった生地を製丸

して，できた丸薬を乾燥機で２～３日乾燥させて出

来上がりという工程がかかるので，すぐにできるこ

とではないですが，以前より頭にあって取り組んで

いたものですから，この丸薬に少しずつシフトもし

ています（図５９）。

薬局における自家製剤の点数を見てみると，内服

薬の自家製剤は，錠剤・丸剤・カプセル剤は，７日

ごとに２０点という点数が付いています。今現在，実

際に保険請求されている自家製剤は，ほとんどが錠

剤の自家点数でして，錠剤の自家点数は，割線のあ

る錠剤を半錠に割ったときの点数です。それと丸剤

は同じテーブルに乗っているので，錠剤を半錠に割

るのと，丸薬を作ったのとで，同じ２０点しか算定で

きません。なおかつ予製剤による場合には，それに

掲げる点数の５分の１という縛りがあるので，下手

をすれば４点しか算定できない状態になってしまう

のが現在の状況です（図６０）。

一応，計量混合加算も紹介しておきますと，例え

ばメーカーのエキス剤を２種類混ぜた場合，計量混

合加算が算定になるのですが，４５点という点数です

（図６１）。

まとめとして，漢方調剤の抱える問題ですが，ま

ず漢方調剤は先ほど示したように，１剤１０～１５生薬

が一番多いと言いましたが，構成生薬種類が多いの

で，調剤や監査には本当に多くの手間と時間がかか

ります。

また，計量種類が多いので，計量ミスによって間

違えて混ぜてしまうと，切り離すことはできないの

で，廃棄してしまうこともあり，廃棄が一般薬に比

較してどうしても多くなってしまいます。

それから，生薬には良品とそうでないものがある

のですが，それが同じ薬価で取り扱われているので，

良品を扱おうとしても，価格の問題で扱うことがな

かなか難しくなってきているのが現状です。

生薬は保管スペースの確保が必要です。虫が付い

たり，カビが生えたりして生薬を捨てることも現実

として多くあります。それで温度管理など，他に新

薬に比較して格段の費用が掛かってしまいます。

生薬の高騰が続き，逆ざやが多すぎます（図６２）。

また現行の薬価制度では，逆ざや以外では薬価の

上昇はほとんどありません。それで，逆ざやが続い

ている間は，薬局が全て逆ざや分を負担しなければ

ならない状況になっています。

それを改善するために，生薬の使用量を少なくす

るため，丸薬を考えたのですが，丸薬の自家製剤加

算は錠剤を半錠にするのと同じように扱われて，１

週間につき２０点と不当に低すぎます。

丸薬は予製しておかないと絶対に調剤できない調

剤なのですが，現行の考え方でいくと予製剤として

扱われる可能性が高いということがあります（図

６３）。

そこで最後に要望なのですが，現状の薬価制度が
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続けば，新規の，新たに生薬を扱う保険薬局はまず

出てこないと思います。そうなると近い将来，保険

での湯薬はなくなる可能性が非常に高いと思います。

どのようにしたらいいかは私自身もはっきりとは分

かりませんが，早急な生薬の薬価政策が必要です。

それから，生薬の使用量を減らす意味でも，丸薬，

生薬末による投薬は極めて有効ですが，その手間に

対する加算が低すぎます。予製剤の概念を含めて，

自家製剤加算の早急な見直しが必要ではないかと思

います（図６４）。

以上，ご清聴ありがとうございました。

渡辺 下田先生，現場の声をありがとうございま

した。実際に煎じ薬の保険調剤をやめている薬局も

出ております。そういうことも含めて，後ほど議論，

質疑応答をします。ありがとうございました。

続きまして，三潴忠道先生から実際の医療現場に

おける，「病院における生薬診療の必要性と生薬供

給の実態」ということでお話しいただきます。タイ

ムキーパーは２０分に設定して，最後３０分ぐらい余ら

せたいので後，これだけ熱気を帯びてきて，発言し

たい人がたくさんいると思いますので，時間をつく

りたいと思います。

では三潴先生，短ければ短いほどいいので，お願

いします。タイトルは「病院における生薬診療の必

要性と生薬供給の実態」です。

図１

図４

図２

図３
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図５

図１１

図７

図９

図６

図１２

図８

図１０
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図１３

図１９

図１５

図１７

図１４

図２０

図１６

図１８
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図２１

図２７

図２３

図２５

図２２

図２８

図２４

図２６
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病院における生薬診療の必要性と生薬供給の
実態

三潴 忠道
福島県立医科大学会津医療センター

このような発表の機会を与えていただき，ありが

とうございます。私は今，５月１２日に開所した福島

県立医科大学の会津医療センターで漢方の診療を始

めているところですが，その２年前から，その前身

である県立の会津総合病院で，設立のための準備を

しつつ，漢方内科で診療をしてまいりました。

その一貫した方針として，現代医学と融和した新

たな医療体系を，漢方を用いてつくりたいという思

いで，基本的な考え方としては４項目です（図１）。

まず，現代における医療なので，診断や経過観察

は現代医学的にやらなければいけないということが

一つあります。ただ，もちろんのこと，診療はでき

るだけ漢方医学的にやりたい。漢方医学的という意

味は，一つはいわゆる漢方的な診断，「証」に随っ

た治療をする。そして漢方薬本来の生薬を中心に用

いる，この辺をもう少し後で申し上げさせていただ

きます。

また，必要に応じて，現代医学的な治療の併用や

他科との連携をすることにより，外来だけではなく

て，入院で重症患者の診療をしていきたい，一貫し

た漢方の診療体系を構築するというのが，私の方針

です。その中で，漢方医学的な診断による治療が原

則ですが，さらに漢方薬本来の生薬を中心に使用す

ることについて申し述べさせていただきます。

これは医療用漢方エキス製剤について，昭和６０年

に当時の厚生省薬務局から出された通知です（図

２）。エキス製剤の品質を担保するために決められ

たことで，「エキス及び最終製品の１日量分中の指

標成分」と書いていますが，要するに標準湯剤，す

なわち生薬を用いた煎じ薬１日分の中の指標成分定

量値に比して，エキスは原則として７０％以上含みな

さい，これが最低ラインですよと。ただ，それでい

いのではなくて，標準湯剤，すなわち生薬を用いた

湯液の指標成分の定量値に近づけることと書いてい

ます。

図６１

図６４

図６２

図６３
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どういうことかと言いますと，すなわちエキス製

剤は，元はといえば生薬を用いたものであるという

ことで，それに近づけるべく発展してきた便利な製

品であるということです。ですから，品質にしても

種類にしても成分にしても，できるだけ生薬を用い

たものが元なのですが，それに対して，エキス製剤

は代用品という言い方は非常に安っぽくなりますが，

そのようにして発展したものです。

今のお話にもありましたが，ご承知のように，例

えば漢方薬の代表的な葛根湯について言えば，これ

は比較的少ないのですが，七つの生薬を，それぞれ

火にあぶるなど，多少の「修治」という最低限の加

工をして，刻んで混ぜ合わせやすくして（図３），

それを調合し（図４），例えば１日分の葛根湯の材

料を水からことことと煮て抽出する，煮詰めて煎じ

るという作業をするわけです（図５）。

煎したものを濾して滓を取り出来上がった液体，

これが葛根湯です。これが元の姿ということです。

それがこのような形でいろいろなメーカーさんか

ら出ています（図６）。これらは煎じた，抽出した

液を乾燥した残渣物です。ですから，飲むときも，

湯飲み半分ぐらいの湯に溶かして，元に戻して飲む

のが一番正しいとされており，その方が臨床的にも

確かに有効です。

入院などで，今度は重症疾患にこそ，西洋医学だ

けではなくて漢方薬も用いて，より患者さんのアウ

トカムも良くしたいということになるわけですが，

その煎じ薬を１回分ずつ温めて，ナースが患者さん

の元へ運び，温めたものを飲んでいただくことにな

ります（図７）。これだけの手間を掛けます。これ

は院外製剤よりもコスト的にはもっとひどくて，こ

れに対する手間は，ほとんど技術料としては入って

いません。ですから，病院の持ち出しです。これが，

今やっている病棟の配薬システムです。

さらに先ほども出ましたが，丸薬です。本来は煎

じ薬（湯液）と丸薬，散薬があります。それぞれの

薬効に意味があるから剤型が異なるわけです。例え

ば生薬を何種類か粉にして混ぜたものを，多くは蜂

蜜ですが，過熱して水分を飛ばした蜂蜜で練り上げ

て，団子状に丸めたものが丸薬です（図８）。

例えば，これが原典にほぼ忠実に作ったころのわ

れわれが使っている桂枝茯苓丸で，私も毎日飲んで

います。あるいは，例えば当帰芍薬散という散剤の

図１

図４

図２

図３
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場合は，６種類の粉のままの生薬を混ぜ合わせたも

のです（図９）。こうした院内製剤を使って治療す

ることで，重症疾患と対峙していくわけです。

その一例ですが（図１０），受診する５年前ほどか

ら，口内のアフタが出てきて，高熱を繰り返し，最

終的には腸管型ベーチェット病という診断が下って

います。いろいろ消化器症状が出まして，増悪した

ときにはプレドニゾロン，ステロイドを大量に使い，

漸減中止としていましたが，再燃を繰り返して，だ

んだん増悪する間隔が狭くなってきました。

初診の１年４ヵ月ほど前にやはり増悪して，プレ

ドニゾロンを５０mgから開始し，漸減を試みている

のですが，関節痛や発熱があり，時によってさまざ

まな症状が出没して，なかなかプレドニゾロンが減

量できない。少し減らしてくると，まず最初に関節

炎症状が悪化してくるということでした。さまざま

な西洋医学的な治療もしているのですが，これらは

副作用や，効果がなかったということで，結局プレ

ドニゾロンだけに頼って，１年余りステロイドホル

モンが切れない状態で経過しています。

そして７月に会津総合病院の漢方内科を初診しま

した。そのときにはプレドニゾロンを減らしてきて，

９mg分３です。外来で種々の漢方治療を併用しな

がら，プレドニゾロンを漸減していきましたが，減

らすたびに症状が出現して，なかなかプレドニゾロ

ンが中止できないということで，入院となりました。

入院時，プレドニゾロンは５mgを服用していま

したがそのまま継続し，まず第１剤目の煎じ薬とし

て赤丸を使いました（図１１）。赤丸はエキス製剤に

はないものですし，そこに含まれている烏頭は，全

くエキスなどにはない，強い作用のトリカブトの根

の生のものです。煎じ薬でしか使えない処方を一つ

用いました。

それから，もう一つは桂枝茯苓丸を柴胡加竜骨牡

蛎湯と合わせて，煎じ薬をさらにもう１剤使い，時

に自家製剤の先ほどの丸薬として用いることで，ア

フタはほとんど出現しなくなり，身体痛は全くなく

なって退院となりました。

退院後はプレドニゾロンを漸減していますが，や

はり赤丸料を，だんだん烏頭を増やしながら使って

います。その他に退院の直前から煎じ薬の内容が変

わっていますが，２剤目の煎じ薬も用いています。

手製の丸剤も使って，それでもステロイドを減らす

図５

図７

図６

図８
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たびに多少の症状の消長はありましたが，初診から

８ヵ月でプレドニゾロンを完全に中止し，最後に

切ったときに少し関節痛が出ましたが，その後はほ

とんど症状もなく，現在まで経過しています（図

１２）。

この方は，ステロイドから離脱が困難だった腸管

型ベーチェットですが，最初ステロイドが漸減でき

ましたが，症状が生じました。そこで外来の漢方治

療だけではなくて，入院をして煎じ薬を２種類，院

内製剤の丸薬を１種類使い，そのうちの一つは特に

煎じ薬でしかできない世界のものです。その結果，

２週間の入院ですが，その間に諸症状は軽快して，

８カ月でステロイドから離脱して寛解を得ています

（図１３）。

このような難治性疾患の漢方治療では，漢方本来

の生薬である何々湯という煎じ薬，あるいは丸，散

といったものを用いて，あるいは，時にそれを複数

併用するという全面戦争をすることで，患者さんの

病態が改善することがあります。

当初は県立会津総合病院に私１人で赴任していた

ので，なかなか入院患者を受け入れられなかったの

ですが，重症の患者さんだけを受けるようにしまし

た。最初に受けたのが，一昨年の１１月ですが，その

後の１年間で１例だけ検査で再入院しているので実

質９例ですが，延べ１０例が入院されています（図

１４）。

１例目が先ほどの腸管型ベーチェットの方，２例

目は慢性じんましんですが，ひどくて皮膚科でもな

かなかコントロールがつかず，仕事も棒に振ってし

まったという方です。最終的には再就職が可能にな

りました。強皮症で間質性肺炎を伴う症例では，間

質性肺炎の活動性が全く治まって，皮膚も軟らかく

なりました。それから線維筋痛症の方は，歩けな

かったのが歩けるようになって帰りました。それか

ら関節リウマチで，間質性肺炎が再三出現し，ステ

ロイドのパルス療法を繰り返していたのですが，漢

方治療を始めるようになってから，間質性肺炎は全

く出現しなくなったということで，ほとんどの入院

患者さんが入院治療，あるいはそれに引き続く外来

治療で明らかに改善しています。

それに用いた漢方薬ですが，煎じ薬が３例は１種

類ですが，結局その他の７例では２種類の煎じ薬を

用い，丸薬も６例に使用するという，生薬を充分に

図１１

図９

図１２

図１０
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多く使いました。漢方を用いそれだけの全面戦争を

することによって，他の病院でコントロールできな

かった疾患を良くしています。

そのようにして使ってきた生薬なのですが，これ

は入院が始まった直前と１年後の１０月で比較してい

ます（図１５）。生薬の採用購入品目は１５３種類を採用

していましたが，平成２３年１０月の時点では，A社で

６割強，B社で４割弱ぐらいの品目数でした。それ

が，先ほど出ましたが，A社が流通価格でしか納入

しないことになってきたために，１社独占をできる

だけ避けたいと思って努力はしたのですが，それで

も A社が４分の１以下まで減りました。重量比で

は，A社は半分以上だったものが，１６％ぐらいに減

りました。

ただ，A社の中に，薬価でも納入できるものがあ

り，われわれの頻用生薬で A社しか扱っていない

比較的薬価の高いものがあったので，金額比では A

社はそれほど減っていないように見えます。逆に言

うと B社に対して非常な負担を強いているのでは

ないかと心苦しく思っております。この様に現在は

B社を頼んでやっているのですが，その B社も最

近の情報では，秋ごろには薬価ではなくて，流通価

格でしか納入できなくなるという，まだうわさの段

階で，信じたくないのですが，そのような情報も出

てきています。

まとめです（図１６）。会津総合病院における経験

から言って，一つは，まず現在多用されている漢方

製剤は，生薬を用いた標準湯剤，すなわち煎じ薬等

に近づける努力含みの製品であって，生薬を用いて

診療をすることは，一つは難治性疾患に必要であり，

また製剤をこれから発展させていくためにも，その

基本となる生薬による診療は続けていかなければな

らないと思います。しかし，近年は医療用生薬の薬

価以内での購入は困難となり，特に昨年４月以降，

供給はほぼ１社に頼っていますが，しかしその１社

も限界だとの訴えが来ています。われわれとしては，

お示ししたように難治性疾患にも有効なので，医療

現場に良質な生薬を安定して供給していただけるこ

とを，ぜひ実現していただきたいと願っている次第

です。以上です。

渡辺 三潴先生，ありがとうございました。現場

の声としては，生薬の製剤が必要な人は難治性疾患

の人が多いことから，患者さんの声を代弁していた

図１３

図１６

図１４

図１５
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だきましてどうもありがとうございました。では座

長を交替させて頂きます。

川原 医薬基盤研究所の川原です。よろしくお願

いいたします。

それでは３番目の講演として，今度は生薬供給側

の立場からとして，株式会社栃本天海堂の姜東孝先

生からご講演をいただきます。タイトルは「薬価と

生薬の品質」です。

それでは姜先生，よろしくお願いいたします。

薬価と生薬の品質

姜 東孝
株式会社栃本天海堂

ただ今ご紹介いただきました，大阪生薬協会の株

式会社栃本天海堂です。三潴先生が今，B社，B社

とおっしゃったのが我々の会社のことなので，その

ご説明もさせてもらわなければいけないと思います。

講演内容としては，「国産生薬と薬価はどのよう

に推移したか」，「生薬品質と薬価がどのように関連

するか」，「中国産の生薬輸出価格と薬価が，今どの

様なバランスにあるか」，そして「医療用生薬製造

販売会社の現状，医療用生薬を製造販売している会

社が何社あって，どのような承認品目を持っている

か」をご説明したいと思います。

まず最初に申し上げたい事は，現在の生薬の薬価

が低い，中国の輸出価格が高い等と論議する前に，

医療用医薬品の生薬市場の現状は「悪貨は良貨を駆

逐する」の一言に尽きると考えております。「同一

の名目価値を持つものの実質価値を異にする貨幣が

一国内に共に流通するときは，良貨は消え，支払い

は悪貨だけが流通する」というグレシャムの法則が

ありますが，現在，生薬市場はこの法則と同じ状況

だと言えます。即ち「同一薬価（同一生薬名）で，

流通品質が異なる生薬が共に流通するときは，高品

質（高価格）生薬が市場から消えて，低品質（低価

格）生薬が主に流通する」というのが現状だと思い

ます。

国産生薬と薬価

国産生薬を考えると，まず国内生薬で最も有名な

のは，私は三島柴胡だと思います。これは日本固有

の植物種で，「柴胡（サイコ）」は第七改正日本薬局

方に初めて収載されました。基原植物としては「ミ

シマサイコ Bupleurum falcatum Linné」のみが記載

されており，日本産の柴胡を想定していました。第

八改正日本薬局方でその基原を「ミシマサイコ Bu-

pleurum falcatum Linnéまたはその変種」と改められ，

当時，基原植物が違うと考えられていた，中国産柴

胡が局方に収載されました。これは漢方エキスが

１９６７年頃から薬価基準に収載され，需要量が増大し，
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図１ 柴胡国内生産と薬価

日本産柴胡だけでは需要が賄えない事から「または

その変種」を追記して，中国産柴胡も局方品目とし

て使用できるようにした事が背景だと考えられます。

その後，中国産柴胡と三島柴胡はほぼ同種である

との学術検討結果から，第十三改正日本薬局方にお

いては，日本産，中国産を含めて基原植物は，「ミ

シマサイコ Bupleurum falcatum Linné」に統一記載

されました。

私が申し上げたい事は日本の漢方は，もともと日

本産の「ミシマサイコ」だけが処方されていました。

これが薬価の値下がりで，どの様に変化したかと言

いますと，図１は国内生産量と薬価の推移で平成元

年から平成２２年しかグラフ化しておりませんが，

１９９７年（昭和５２年）の薬価は２４円／gでした。それ

が，薬価が１９８１年（昭和５６年）に１２円／gに下がり，

今は４円幾ら／gにまで下がっているのです。平成

２～３年頃は二百何十トンの柴胡が国内で生産され

ていたのですが，年々薬価が下がる事で生産量も減

少してきました。値下がった薬価では，とても保険

調剤には国産の柴胡は使えなくなり，現在は５～６

トン／年の生産で推移しています。

約６，８００円／kg（６．８円／g）が現在の最低の生産価

格（生産者からの買い上げ価格）なのです。生産価

格よりも薬価が低い為に，国産柴胡は保険調剤に使

えません。言い換えれば，薬価によって国産生薬の

柴胡は保険調剤から締め出されたのです。最も良品

と言われた国産「三島柴胡」が締め出されて，今は

ほとんど中国産の柴胡が流通しています。

次の黄連も全く同じ状況です。１８９１年（明治２４

年）の改正日本薬局方から黄連は収載されています。

こんなに古くから局方に収載されているほど，日本

の黄連は昔から有名な生薬です。この時には，

「Coptis anemonaefolia Sieb. et Zucc. 及其佗 Coptis

属」と記載されているのですが，第四改正日本薬局

方には，「Coptis属の諸種，黄連は本邦に産する本

属諸種植物の根茎を採集し乾燥せるものなり」と明

記されており，日本産の黄連しか日本薬局方には収

載されていませんでした。また，その当時は日本産

の黄連しか市場には流通していませんでした。

前述の柴胡と同じ様に第九改正日本薬局方で，オ

ウレン Coptis japonica Makino（日本産）以外に「そ

の他同属」との記載で，中国産の同属基原植物の

Coptis chinensis，Coptis teeta などが収載されて，輸

入の黄連が局方品目として使えるようになりました。

その結果どうなったかというと，柴胡と同じく中

国産黄連の価格に引きずられ薬価がどんどん下がっ

ていきます。１９７７年（昭和５２年）の黄連の薬価は４８

円／gで，この価格は国産の黄連を念頭に置いたも

のです。それが中国産黄連の台頭で１９８８年（昭和６３

年）に薬価が半値近くの２０円／gに下がってきまし

たが，この当時でも，約２０トン以上の黄連が日本で

生産されていたのです。ところが，黄連の薬価が更

に図２のように１９９２年（平成４年）に１６．４８円／g，

１９９４年（平成６年）１５．７４円／gと年々下がり，それ

に準じて国内の黄連生産は激減しました。２００４年

（平成１６年）には１万円／kg，つまり薬価が１０円／g

まで下がりました。

現在，黄連の薬価が山出しの価格（生産者価格）

である約１万円／kgより低い，８．６２円／gにまで下

がってしまいました。この状態では，とてもではな

いけれど国産の黄連は保険で用いられる医療用医薬

品の生薬としては使えません。すなわち，薬価が日

本産の黄連を医療用生薬から除外したのです。医療

図２ 黄連国内生産と薬価
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用生薬市場から国産黄連は消えてしまいました。過

去には海外にも輸出された品質優秀な日本産の黄連

が，薬価によって日本の医療用生薬市場から排除さ

れているのが現実なのです。

生薬の品質

生薬の品質を云々することは非常に難しいのです

が，我々は生薬の品質を考える時，「生薬製剤」と

「漢方製剤」と「漢方調剤」の三つに分けて品質評

価をしています。

「生薬製剤」は基本的には有効成分，例えば下剤

であればセンノシド含量の高いものが，品質が良い

ものです。「漢方製剤」は，先ほど三潴先生も言わ

れたように，指標成分が一番大事なのです。漢方製

剤は標準湯剤との同等性を評価するために，幾つか

の指標成分の含量をもって同等性を担保しています。

指標成分の含有量で標準湯剤との同等性及び製剤品

質の均一化を図るために，どうしても指標成分の均

一性が必要であり，他の外観などの経験的品質評価

よりも，まず優先されます。当然，公定書（局方な

ど）の規格は「生薬製剤」「漢方製剤」「漢方調剤」

全て同じく適合する事は必須事項です。

「漢方調剤」は，「生薬製剤」「漢方製剤」と少し

違うのです。公定書規格は同じなのですが，経験的

鑑別という点で品質評価は少し異なっています。先

生方はきっと色々な文献，臨床データで，この処方

はどれどれ，何々処方だと調べておられますが，過

去に使ったものと同等の生薬を使わなければ，同等

の治療効果は期待できません。過去と同等ものとは

何かという事ですが，経験的に基本的に良品とされ

てきた生薬の経験的鑑別による品質評価なのです。

例えば，現在流通している大黄の成分比較を見て

みますと，流通大黄は当社では雅黄，青海大黄，信

州大黄と大きく三つあります。雅黄というのは軽質

大黄，薬用大黄と言われる，中国で一番メインに流

通している大黄です。当社が扱う青海大黄は重質で，

昔から漢方調剤では良い品質のものと言われていま

す。信州大黄は，武田薬品工業㈱が品種改良された，

センノシド含量が非常に高いもので，下剤効果が高

いものです。この様に色々な品質の大黄が「日本薬

局方ダイオウ」として市場で流通しているのです。

湯液を作る調剤用大黄は基本的に軽質大黄と重質

大黄に分かれ，雅黄は軽質大黄，青海大黄は重質大

黄に分類されます。基本的には，我々が良品とする

重質大黄は，センノシドの含量が雅黄よりも低いの

です。含量が低いから品物が悪いのではなくて，低

くても今まで使われてきた大黄の中で一番良い品質

とされています。センノシド以外に何の差があるの

かというと，低分子タンニンのカテキンに大きな差

があります。重質大黄の青海大黄は，軽質の雅黄と

比べてカテキンなどが非常に高い傾向にあります。

すなわち成分パターンが少し違います。だから効能

の優劣がどうのとは，私は言いません。同名の流通

生薬でもその品質には違いがあるということです。

生薬品質と薬価

現在流通している生薬の品質の今後が非常に気に

なることがあります。このスライドは基本的に今ま

で使ってきた野生の防風と，最近流通するように

なってきた栽培の防風です。局方規格の確認試験で

は薄層クロマトで指標成分を標準スポットとして，

それと同じ場所に同じスポットが出る事で防風の本

質を確認しています。それ以外の規格として灰分，

酸不溶性灰分，エキス含量などを測って，局方規格

の適否を判断していますが，薄層クロマトグラフ

ィーで指標成分以外の成分スポットが欠落或いは非

常に薄く（低含量）ても，野生防風とこの栽培防風

は「日本薬局方ボウフウ」として全く同じように使

用されます。医療用生薬の防風として，この二種類

が流通しています。原形の外観は大きく違い，見れ

ば一目瞭然ですが，カット生薬になると先生方には

なかなか分かりにくい場合があります。

防風の薬価が今，どうなっているかというと，

２．２７円／gです。図３は２０１３年の中国春季広州交易

会（今年５月）で出された輸出価格です。防風野生

中条と野生小条ですが，これは太さの規格です。野

生中条５１ドル／kg，野生小条４６ドル／kg。薬価と対比

する為にグラム単価に直すと（単純に￥１００／ドル）

野生小条でも４．６０円／gになります。防風の薬価は

２．２７円／gなので，とてもこれらの野生防風を医療

用生薬として薬価内で流通させる事は出来ません。

どうするかというと，先ほど述べた品質の栽培防

風（家種統庄，家種小条）を使わざるを得ません。

品質がいかに劣ったとしても，劣ったかは我々の経

験的評価ですが，今の日本薬局方規格であれば問題

無く規格内に入りますので，これを薬価基準の調剤

用生薬として販売しても何ら問題はありません。こ

れらの栽培防風が調剤生薬市場に流通します。今ま
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図３ 防風：２０１３年春季広州交易会輸出価格

図４ 黄耆：２０１３年春季広州交易会輸出価格

での野生防風は保険調剤には今後，流通させる事が

できません。

栽培防風の問題点は，栽培年数が現在流通してい

る栽培防風では短かすぎるということです。当然，

防風は野生種から栽培に移行しなければなりません。

我々はこの１～２年栽培の防風ではなくて，３～５

年栽培と，どこまで栽培年数を延ばせば，できるだ

け野生に近いものができるかを現在，試験栽培を

行っています。ただし，現在流通している栽培防風

のような安い価格では栽培できません。しかし，で

きるだけ，現状の価格に近づけなければいけないと

考えています。私が若いときに元富山医科薬科大学

の故難波恒雄先生に教えられたのですが，薬用植物

の栽培の指標は，いかに野生に近いものを作るかで

ある。甘いとか成分が高いものでは無くて，いかに

野生に近いものを作るかが，栽培の指標だと教えて

もらいました。

次に問題視しているのが黄耆の品質なのです。黄

耆は補薬に使うので，昔から品質を非常に大事にし

ています。このスライドは当社が今まで使ってきた

陝西省の６年生の黄耆と，最近流通している甘粛省

の１～２年生の黄耆です。外観的な違いは，先生方

にはなかなか分かりづらいと思います。局方規格的

には大きな差異はありませんが，質が全然違います。

皇漢醫学要訣には「根柔らかにして甘味多きものを

上品」と記載されており，この質を重要視していま

す。

このスライドは我々が陝西省で，現在栽培してい

る６年生黄耆の４年で仮掘りしたものですが，４年

でこれ位大きくなります。甘粛省の黄耆は，２年で

陝西省の４年生ぐらいの大きさになり，全て掘り上

げて商品化されて市場に出ていますが，質は固く良

品とは言えません。

価格も防風と同じく規格（品質）によって大きな

違いがあります。２０１３年，今年の春の交易会に私も

久しぶりに中国に行ってきましたが，黄耆の薬価は

２．３１円／gですが，我々が扱っている陝西省の黄耆

は，１８～２０ドル／kgもします（図４）。この陝西省

産の黄耆を輸入し，カット加工して品質管理の上，

医療用生薬として製造した場合に，２．３１円／gとい

う，この薬価では供給していけません。その為に，

品質は二の次で甘粛省の安い黄耆で製造したものが

今，主に市場で流通しています。流通しているので

はなくて，せざるを得ないのです。我々がこの陝西

省産の黄耆を買って薬価で販売すれば，全て赤字に

なります。こういう状態をいつまでも続けてはいけ

ません。我々は先生方に「良い生薬を供給しなさ

い」と言われますが，良品の生薬を薬価で納入する

ことができないのです。大手のメーカーさんが市場

価格に移行したのは，私は当然だと思います。

このような黄耆を売るぐらいだったら，我々も市

場価格に戻して，我々が良いと思う生薬を先生方に

使ってほしいのです。三潴先生が，今年の秋という

ことですが，今年は我々も薬価基準から市場価格へ

と真剣に考えています。

昨年当社では，「金銀花」の１品目で，３００万円と

いう一番大きな赤字が出ました。そういう品目がど

んどん増えていって，「もうすみません，お手上げ

です」というのが現状です。

猪苓も，だんだん品質が落ちてきています。この

スライドは１～３級，５級，等外の原形猪苓と等級

別カット生薬です。先生方にはカット生薬の識別は
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図５ 猪苓：２０１３年春季広州交易会輸出価格

なかなか分からないと思いますが，現在，市場に多

く出回るのは等外系統のカット生薬です。菌核生薬

の猪苓は化学的品質評価が確立されておらず，経験

的鑑別で品質評価を行っています。規格品と等外系

統ではその充実度と色調に差異があります。等外系

統のカット生薬は充実度が悪く，色調も少し暗い傾

向にあります。

この等外系統を使わざるを得ないのはなぜかと言

うと，前述の生薬と同じなのです。２０１３年の広州交

易会の猪苓規格と価格ですが水洗一等～五等，等外

に分かれ，規格品は＞７Gなどグラム数，大きさで

規格分けされています（図５）。猪苓の薬価は５．２０

円／gですが，規格品の猪苓輸出価格は，６～７．４円

／gの価格が提示されています。その中で等外や，

少し等級が落ちる等外系統の猪苓は４０～４５ドルと安

価であるので，これを医療用生薬に使わざるを得ま

せん。この等外系統の猪苓においても保険調剤用に

製造した時点で赤字ですが，品質の悪い等外系統の

猪苓でも何とかして使っていって，保険調剤に使っ

てもらわないと仕方がない状況です。保険調剤用の

猪苓は低級規格の規格に変更する事になります。当

初に述べましたように，「悪貨は良貨を駆逐する」

というのが現状として起こっているのです。

このスライドは酸棗仁の公定書記載の基原植物の

推移を示しています。公定書として最初に「第二改

正国民医薬品集」に「サネブトナツメ Zizyphus vug-

aris Lamarck var. spinosus の種子」として酸棗仁が

記載されました。その後，第七局でも記載されてい

ましたが，第八局から第十四局の間の局方には脱落

しています。その間には日本薬局方外生薬規格に収

載されており，「サネブトナツメ Zizyphus vulgaris

Lamarck var. spinosus 又はその他近縁植物の種子」

と記載されており，サネブトナツメ以外の近縁植物

の種子も使えるようにしていました。局方改正の第

十四改正第一追補で，再度局方収載された時は Z.

Jujuba var. spinosa のみで近縁植物の記載が削除さ

れ，サネブトナツメのみが正品であり，それ以外は

偽品であるという事になりました。それ以来，現在

まで中国産の正品であるサネブトナツメの種子が流

通していたのですが，最近，久しぶりに国内市場で

近縁植物である!刺棗（テンシソウ）の酸棗仁を見
ました。

これが!刺棗というものです。サネブトナツメの
学名である Z. jujuba var. spinosa の spinosaとは刺が

あるという意味なのです。普通の大棗（ナツメ）は

あまり枝木に刺がないのですが，このサネブトナツ

メには非常に鋭利な刺があるのです。基本的には Ju-

jubaはナツメを意味しており，普通の大棗と酸棗仁

は同種で，サネブトナツメは刺があるという学名で

す。!刺棗も刺がありますが，ナツメと同種では無
く中国の南部，雲南省などで産出されるものです。

これと同種のナツメがビルマ（ミャンマー）にもあ

ります。これが昔の同属植物の酸棗仁として流通し

ていた緬酸棗仁（ビルマ酸棗仁）です。ナツメの殻

を割ったとき，一般的な中国の酸棗仁は一つの殻に

種子は一つしかできないのですが，ビルマ酸棗仁は，

一つか二つの種子ができます。少し粒が大きく，平

べったく，色が少し浅いという特徴があります。私

が今年の市場で見たのは，雲南省の!刺棗なのです
が，これが日本薬局方酸棗仁として市場に流通して

いました。これは十数年前以降，市場で見たのは今

年が初めてなのです。本来は，中国のサネブトナツ

メの正品を使わなければいけないところですが，値

段が高くなってくると，こういうものも流通すると

いう一例を出しました。

中国産の生薬輸出価格

２０１３年春の広州交易会の商談では色々な規格，品

種があり，全部の生薬を表示すればものすごい数に

なります。図６は単純輸出価格が薬価の５０％以上の

ものを取り出したものです。酸棗仁は２５０％，薬価

の２．５倍，これは中国の輸出価格です。ここから輸

入諸経費を加え，カット加工費を加え，製造費を加

え，品質管理費を加算して，最終的には販売管理費

と適正利潤を上乗せするのです。
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図６ ２０１３年春季広州交易会輸出価格
対薬価５０％UP抜粋

図７ 医療用生薬承認数

図８ 企業名別医療用生薬承認数

ところが，こういう経費を乗せたら，とてもでは

ないですが薬価では販売できません。この様な品目

が年々，増えてきて今年は２０１３年ですが，２０１０年か

ら中国は過去に例を見ない極端な値上がり状況で，

２０１１年，今年も同じです。これら値上り生薬の一部

は，少し是正される品目はあるかもしれませんが，

残念ながら大部分は値下がる可能性は見えません。

医療用生薬製造販売会社の現状

図７は医療用生薬の承認許可の現状です。１社承

認とは医療用生薬９品目は１社しか承認許可を持っ

ておらず他社では製造販売出来ない事を意味します。

どういう品目かというと，附子，和藁本などです。

２６品目は２社しか許可を持っていません。それは柿

蒂や金銀花などです。２０品目に関しては３社で貝母，

桜皮など，１３品目が４社で菊花，!楼仁などという
ように，各社が持っている承認許可品目が全て違う

のです。こういうものが約１７６種類で，この図は基

本的には医療用生薬だけで，粉末の承認は除いてい

ます。市販の薬価表から抜粋しているので，正確な

数字ではありませんが，概ね間違いは無いと思いま

す。

先ほどの講演で A社，B社，T社，U社などと色々

な会社名が出てきましたが，医療用生薬の主な製造

販売会社の一覧を図８に表示しました。敬称は省き

ますが，ウチダ和漢薬が約１７０品目の医療用生薬の

許可を持っておられます。栃本天海堂が１６９品目で

す。大阪の小西製薬が１３０品目，東京の紀伊国屋漢

薬局が９９品目，ツムラが９４品目，松浦薬業が９４品目

で，全部の会社が日本漢方生薬製剤協会（日漢協）

に所属されています。それ以外は日生連といって，

我々の生薬業界の団体である日本生薬連合会に加盟

している会社です。鶴居薬品だけが，日漢協にも日

生連にも参加せずに独自でやっておられます。

何が言いたいかというと，こうした上位の会社と

いうか承認数の多い会社のほとんどが，薬価販売で

はなく，市場価格での販売に移行されているのです。

弊社だけというのは何ですが，泣きが入っているの

です。弊社だけが，薬価内で何とか納入していこう

と，煎剤は漢方診療の根本ですから何とか保険診療

で残したいとの考えで，２年間頑張ってきたのです。

しかし，このまま薬価が据え置かれては，中国産生

薬の値上がり，その上に為替レートが２０％以上も円

安の環境下では，今までと同じように薬価で納入し

ていくのは，無理です。弊社には１５０名の社員がお

り，家族を入れて三百何十名の生活が懸かっていて，

赤字部分をいつまでも引きずるわけにはいかないの

です。今年の秋頃には薬価がどうなるかは予想がつ

きますが，薬価が据え置かれるようなことになれば，

残念ながら我々も良い生薬を供給するためには，薬

価では無く，市場流通価の相場価格での販売に移行
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せざるを得ないのです。大変申し訳ないのですが，

そのように考えております。

ただしこの前，「日本が誇れる漢方を推進する議

員連盟」との意見交換会の中で薬価販売が難しいと

の意見に対して「そのようなことを言わずに頑張

れ」という議員の先生がおられたので，これも国会

議員の先生方に頑張れと言われて，「頑張れません」

とはなかなか言いにくいので，少し心が動揺してお

ります。ただ残念ながら，弊社の決算書を見ながら，

やっていけるかどうかもまた考えてから，秋頃，冬

前には皆さまに方向性をご報告させてもらいたいと

思います。

ご清聴，どうもありがとうございました。

川原 姜先生，どうもありがとうございました。

非常に身につまされる薬価に関する話題を提供し

ていただきました。この後のディスカッションも含

めて，皆さんといろいろと話を詰めていければと思

います。

それでは続きまして，今度は行政側の立場という

ことで，厚生労働省医政局経済課の長谷川浩一先生

にご講演をお願いいたします。タイトルは「生薬を

とりまく状況」です。

それでは長谷川先生，よろしくお願いいたします。

生薬をとりまく状況

長谷川 浩一
厚生労働省医政局経済課

ご紹介ありがとうございました。厚生労働省医政

局経済課の長谷川と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。

医政局の経済課は何を行っているかというと，基

本的に産業育成という観点で見ていただければいい

かと思います。いわゆる医薬品産業をどういう形で

盛り上げていくか，ということです。実際にどうい

う権限を持っているかというと，法律などは所管せ

ず「頑張ってくれ」と企業の後押しをしているよう

な状況です。そういう課の人間がどうしてここに呼

ばれたかというと，実は企業の薬価申請の窓口を

行っており，多少なりとも薬価にも関係しているの

で，今日はこの場でお話をさせていただく機会をい

ただいたと思っております。

まず，日本の医薬品産業について簡単に触れさせ

ていただきます。医薬品の生産金額は約７兆円と

なっています。この規模はソニーの売上高が約６兆

５，０００億になりますので，これと同じぐらいです。

トヨタ１社と比べると，これよりは低いという状況

です。

企業数としては１，０２２社で，いわゆる医療用医薬

品を扱っているのは３２８社となります（図１）。

医薬品産業については，現在の安倍政権でも非常

に期待されている産業になっています。どうしてか

というと，安定した担税力，たくさん税金を払って

いただいており，その意味では，この産業について

は非常に政府としても後押ししたくなるようなもの

であると思います。

この赤いグラフは，製薬１０社の納税額の推移なの

ですが，例えば電気機器上位１０社は緑になりますし，

自動車は青になっています。これを見ると安定して

税金を払っている産業ということになるのではない

かと思います（図２）。

世界で見たときに，日本の製薬の市場規模がどう

なっているか。２００１～２０１０年になりますが，１割ぐ

らいが日本の医薬品市場になっています（図３）。
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今後の成長予測ですが，日本とアメリカについて

はそこそこ伸びていくのでしょうが，欧州は経済不

安もあってあまり伸びない，新興国は今後伸びてい

くのではないか，というところです（図４）。

次に新薬と後発品についてです。先発が何年間か

売り出して，その後，後発品が市場に出てくると，

例えばアメリカや英国の例では，新薬の割合が急激

に下がってきます。医療財政的には高かった新薬か

ら安かったジェネリック医薬品に変わるということ

で，この変化は非常にいいと言われています（図

５）。

日本の状況はどうなっているかというと，日本の

ジェネリックへの置き換えが非常にまだ少ないとい

う状況です（図６）。ジェネリック医薬品をできる

だけ使用することにより，財政的に浮いた分を新薬

の投資回収に回すということが望まれています。

世界的に見た医薬品の価格はどうなっているのか。

これは中医協の場で示された資料の一部です。

こちらが対ポンド，ユーロで，対米ドルはこちら

になります。いわゆる円安，円高については，リー

マンショックのあたりがすごく円安になっていて，

最近は円高の状況からまた持ち直してきて，ドル

ベースで１００円ぐらいになってきています。

新薬の値付けをするときには，円高の場合は日本

の薬価は相対的に高くなり，円安の場合は，日本の

薬価は相対的に低くなります（図７）。

大型品目の新薬の薬価の国際比較を行うと，日本

の薬が安いのか，高いのか。欧州３ヵ国とアメリカ

を対象にその価格の平均と比べて，海外の薬価に対

する日本の薬価がどうなっているか示したものです。

１になると大体同じ，左に行くほど日本の価格の方

が安くなる，右の方に行けば高くなります。４ヵ国

と比較すると，比較的安定して同じぐらいか，少し

低めに見えるかと思います（図８）。

ただ，アメリカの方の価格を除くと，かなり日本

の薬価が高くなり，欧州の価格と比べると，日本の

価格は少し高めではないかということが指摘されま

した（図９）。

ジェネリック医薬品，後発品については，有効成

分，効能，効果，用法・用量は先発品と同じなので

すが，価格が安い。価格が安いから患者負担や保険

財政の改善につながるということで，限られた医療

資源の活用を図り，国民の医療を守るためには，こ

ういうものを積極的に使ってほしいということで，

ジェネリック医薬品の推進を行っています（図１０）。

最初は２０１２年の数量ベースで３０％にしようという

ことで，平成１９年に始まりました（図１１）。そのと

きには安定供給や品質確保，後発品の状況について

積極的に整備することによって，後発品の推進をし

ましょうということで始まりました。その後，後発

品の市場シェアについてはだんだん伸びているので

すが，まだ目標には至っていない状況です（図１２）。

当初の目標が２０１３年３月ということだったので，そ

の後，今年４月に新たに後発医薬品のさらなる使用

促進のためのロードマップを作成して，後発医薬品

の使用促進をしようとしています（図１３）。

主な取り組み内容としてあるのは，例えば後発品

についても安定供給をしましょうというのは，非常

に重要なことかと思います。それから，品質に対す

る信頼性を持ちましょう，情報提供や使用促進など

の環境整備をしましょう，など国の方で旗を振って

いろいろやっているところです（図１４～図１６）。

薬価基準収載品目の分類別数量シェアです。２３年

９月の薬価調査のときに，後発品がない先発品が

１９％ぐらい，後発品が２２．８％だったという状況です。

局方品や生薬品については２３．９％に入っています

（図１７）。

医薬品の供給についてですが，医療用医薬品につ

いては，やはり安定供給が非常に重要であると思い

ます。医薬品は，疾病の診断，治療等に欠かせない

ものであり，特に薬価基準に収載されている品目の

供給が行われない場合には，これによる影響は極め

て重大であるばかりではなく，必要な供給がなされ

ないこと自体が，薬価基準に収載された本旨からし

て，問題であるということです。あとは，薬価基準

に収載された医薬品については，円滑かつ適正に供

給がなされることが必要です。医療需要に応えてき

た医薬品が，企業の経営事情等により，製造または

輸入が行われず，突然供給が停止されることについ

ては，国民医療に重体な支障を来すということで，

安定供給については，日ごろから企業の皆さまには

注意していただくように，話をしているところです

（図１８）。

先ほどもありました，逆ざやで売るという話では

なくて，市場に供給すること自体が非常に重要にな

るので，そういうところまでは指導をしており，ど
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うしても市場から撤退するという場合は，削除の手

続きが必要になります（図１９）。その場合は薬価か

ら，いわゆる保険医療で収載される医薬品から除外

される形になります。

ここで何を言いたいかというと，国の方で関わっ

ているのは薬価までです。何を保険収載として使え

る医薬品とするのか，その価格については幾らなの

か，そこまで決めております。また，医薬品の流通

については市場実勢価格，いわゆる市場の実際の流

通に則してやっていただいています。ですから，そ

こについては国はノータッチだという立場を取って

います。

では実際に，漢方市場の現状と動向についてどの

ようになっているのか，お話しします。

漢方薬市場の現況，動向ということで，漢方薬市

場は，先ほど言いましたが医薬品全体では７兆円ぐ

らいあり，そのうち漢方製剤は１，５００億円ぐらいで

す。全体の２％ということで，かなり規模としては

小さいということになると思います。

市場の動向ですが，平成１９～２３年の直近５年間に

おいても，医療現場での有用性評価の高まりなどを

背景として，市場自体は生産金額ベース１．２３倍に拡

大している状況になっています。一般用を含むと

１．１６倍ということで，徐々にでも伸びています（図

２０）。

参考として，「統合医療の情報発信等の在り方に

関する調査研究」では，漢方薬の処方頻度，その使

用状況がよくわかります。また，「漢方薬に対する

意識・使用調査」では漢方製剤を現在使用している

医師の割合が示されています。街角での市民の漢方

薬服用経験の調査では，どちらかというと生薬や漢

方薬について，好意的に受け取られているものと思

います（図２１）。

原薬生薬の調達現況については，漢方生薬の原料

となる生薬の種類は約２５０種類，そのうち日本産で

あるものが８９品目ということで，３６％と低い状態に

なっています。日漢協の加盟会社による医薬品原料

として使用される生薬の年間使用量は約２万トンと

聞いています。これらの生薬については，気候や土

壌，成分含量等，品質，価格の面から使用生薬の約

８３％は中国産という状況になっています（図２２）。

医薬品原料として使用される生薬の品目別使用量

と供給国ですが，平成２０年度の状況としては，一番

多いのは甘草，次いで芍薬，桂皮，茯苓，大棗，半

夏，人参などと続きますが，「国内産割合」を見て

いただくと，０が並んでいます。例えば当帰につい

ては３５％，膠飴については１００％の国内生産の割合

ですが，あとはほとんど輸入に頼っているというの

が現状かと思います（図２３）。

そのような状況に対して，本当に海外の生産だけ

に頼っているのがいいのかどうかという議論もあり，

厚生労働省としては，原料生薬の国内栽培の推進に

向けて動いています。原料生薬の安定調達に関する

取り組みとして，原料生薬を安定的，継続的に確保

していくためには，国内での栽培を含め，企業によ

る中国のみに頼らない原産地の多様化の取り組みの

推進が必要ではないか。あとは業界団体としても，

中長期的な課題として，原料生薬の安定確保の推進

を掲げ，大手企業を中心に国内外での自社農場での

栽培や，農家との契約栽培に取り組んでいるという

状況です。

その推進に向けて，厚生労働省や川原先生のおら

れる基盤研，薬用植物資源研究センターにおいては，

薬用植物の資源の収集・保存，薬用植物の栽培技術

の採択や推進等を実施しています。また，生薬の安

定国内生産基盤の確立に向けては，現在，農林水産

省と日漢協等の関係者との情報交換を行っていて，

関係業界と行政，農水省とも協力しながら情報交換

の場を持って話し合いをしているところです（図

２４）。

「今年度から開始する新たな取り組み」ですが，

これまでの情報交換での検討結果を踏まえて，厚労

省と農水省が連携して，使用者，日漢協の会員会社

が需要情報を生産者側と共有できる取り組みに協力

していくこととしています。生産者側と使用者側の

間で，需要情報の交換や供給を今後進めていくとい

うものです（図２５）。

薬用植物の資源，栽培技術の確立等について示し

たものですが，基盤研においては薬用植物の資源の

収集・保存，薬用植物の栽培技術の研究等を実施し

ています。厚生労働科学研究においては，漢方の臨

床的有用性のエビデンス確立に向けた研究など，漢

方を支えるための研究を行っています。平成２４年度

ベースで３０課題，約８億円の研究費を使って，研究

しているところです（図２６）。

参考ということで，薬用植物資源の収集・保存に
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関する例を掲載しました。参考にしてください（図

２７）。

基盤研の保有する薬用植物資源ということで，種

子交換，保存種子，植物培養物の超低温保存などを

やっています（図２８）。

「薬用植物の栽培技術研究の例」として，「薬用

植物栽培指針」の刊行などを行っています（図２９）。

最後に薬価についてです。先ほどから何回かお話

が出ていますが，私からもお話しさせていただけれ

ばと思います。

薬価基準とは，保険医療に使用できる医薬品の品

目と価格を厚生労働大臣が定めたものになります。

どういうことかというと，品目表という意味，価格

表という意味，この二つの意味合いがあります。

一つは，「保険医または保険薬剤師は，原則とし

て厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用

してはならない」ため，「厚生労働大臣の定める医

薬品」として薬価基準収載品目を規定しているとい

うものです。結論としては，薬価基準は保険医療で

使用できる医薬品を定めたもので，品目表としての

機能を有するというものです。

もう一つは価格表としての意味合いです。「保険

医療機関または薬局が保険請求を行う場合，薬剤料

は薬価基準で定められた価格に基づき算定する」と

なっています。基準については，「保険医療で使用

した薬剤の請求額を定めたもので，価格表としての

機能を有する」というものになります。いわゆる薬

剤の請求額を定めたものが，この薬価基準です（図

３０）。

２４年３月現在，薬価基準に収載されている品目は

全体で１万４，９０２，そのうち生薬・漢方の告示数と

しては４９５，６７４となっています（図３１）。

既収載医薬品の薬価算定方式について簡単にご説

明します。皆さん，もうご存じかと思いますが，い

わゆる薬価の算定に際しては，もともと基準となる

改定前の薬価が基本となります。では，実際に幾ら

で取引されているかを調べます。それを調べたとこ

ろ，例えば改定前の薬価が１００円であり，加重平均

して消費税を加えた価格が８０円だったとすると，改

定前薬価の２％を調整幅として，これを加えた価が

新しい薬価になるということです。８０円で実際に取

引されていたら，８２円にしましょうというのが，長

年続いている薬価のルールになります（図３２）。

薬価について，見方を変えて示すとこの図のよう

になります。薬価基準で定められる価格については，

医療機関や薬局に対する実際の販売価格を調査し，

その結果に基づいて定期的に改定することを，２年

に１回行っています。どういうことかというと，実

際のメーカー，製造販売業者が卸に売る価格が，例

えばこの辺のところで，卸から医療機関に実際に幾

らで売られているのかが問題になります。この平均

価格に対し，新たに価格を付けるときには，この価

格に２％を上乗せした価格を新たな薬価にしましょ

うというものです（図３３）。

どういうことかというと，実際の取引価格が低け

れば低いほど，新しい薬価はだんだん下がっていく

という仕組みになっています。それがいいのかどう

かという話になりますと，多分，患者さんにとって

は，どんどん下がっていけば医療費が少なくなるの

で，いいということになりますし，財政的にもいい

ということになるのではないかと思います。

他に問題になるのは，それで安定供給ができるの

かどうかということになると思います。ここでもっ

と考えていただきたいのは，こういうルールになっ

ていることを前提に物事を考えた場合に，どうなる

のかということです。安定供給をするに当たって，

薬価を低くするのが悪いのだという話だと，例えば

取引価格が薬価と同じであれば，薬価はそのまま続

くという仕組みになっています。ですから，ここの

ところで「薬価差」と書いていますが，薬価差を低

いところで抑えて，例えば医療機関側が購入して，

そういう状態が続くということであれば，薬価は下

がらない仕組みになっています。いわゆる，２％の

幅の間で平均価格が動いているということであれば，

薬価は下がらないというのが現在の仕組みです。

ですから，販売業者が値引きをしたのか，あとは

バイイングパワーというか，薬局や医療機関側の方

が強く値引きを要求したのか分かりませんが，その

結果が如実に表れています。

最近の薬価改定の経緯ですが，平成４年からあり

ます。これをどうやって見るかなのですが，収載品

目数はいいとして，改定率は薬価ベースで８．１％下

がりました。このときの R幅は１５％あります。と

いうことは，実際に幾らで取引されていたかを逆算

すると，例えばこのときには，実際の薬価よりも

２３．１％低く取引されていたのではないかと思います。
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それが年を追うごとに R幅は小さくなりました。

それに絡めて，改定率についてもだんだん低くなり，

例えば平成１８年で取引価格はどうなっていたかとい

うと，６．７％の改定率に対して調整幅は２％なので，

８．７％低い価格で取引されていたことを示します

（図３４）。

これがいい・悪いという話ではなくて，結局，今

の仕組み自体が薬価を低く抑えようという形で仕組

まれているので，そこにはまってしまうと，どんど

ん薬価が下がってしまいます。ですから変な話，今

まで生薬の取引がどういう形で行われていたか分か

りませんが，まんまとこのトラップにはまってし

まったのかというのが正直なところと思います。

ルールの話をしているので，もう一つ，不採算品

再算定というものを説明します。どうしても経営が

悪化して安定供給ができないものについては，基本

的にはそれを救いましょうという手段になります。

「薬価算定基準におけるルールの概要」ですが，い

わゆる採算が合わないものについては，再算定しま

しょう，薬価の見直しをしましょうというルールで

す。

どういうものかというと，次の要件の全てを満た

す既収載品について，原価計算によって算定します。

ただし，営業利益は，製造販売業者の経営効率を精

査した上で，１００分の５を上限としましょうという

ものです。中央社会保険医療協議会において，医療

上の必要性が高いものであると認められたものであ

り，薬価が著しく低額であるため，製造販売業者が

製造販売を継続することが困難であるものについて，

見直しをしましょうというものです（図３５）。

これはどういう形で実際に行うかというと，例え

ば一つの生薬がある会社で不採算だと言ったとして

も，他の会社が不採算でなければ，実はこのものに

ついては適用されないことになっています。いわゆ

る物として，本当にその値段で売れないのかどうか

ということが見極めになります。

もし不採算のものがあれば，不採算品再算定適用

願を厚生労働省に出していただいて，それで最終的

に専門家の先生方の意見を聞きながら，再算定を

行っていくという流れです（図３６）。

最近の不採算品再算定の例です。実は私が今の医

政局経済課に行ったのは，昨年８月です。昨年３月

に薬価改定が行われました。そのときにも多分，不

採算品はあったのだと思うのですが，なぜか１品目，

甘草だけしか２４年度改定のときには改定されていま

せんでした（図３７）。

どうしてこういうことが起きているのかというと，

不採算品再算定を受けるに当たっては，多分，業界

全体として動いてもらわないと難しいということが

あるのだと思います。１社でも採算が合っていると

ころがあれば，そこの会社のものを使えばいいので

はないか，という考え方もあります。そういう意味

では，どこが悪いとは言いませんが，結局のところ

で難しいのは，競争会社でありながら，協力してい

ただかないと，この点の問題については，なかなか

解決できないところです。そういう意味では，変な，

例えばいがみ合いやライバル意識をあまり燃やしす

ぎると，こういうシステムに対して，業界として対

応ができないことがありますので，業界全体として，

また医療関係者の協力も得ながら，適切な薬価を

作っていただきたいと思っております。

私からは以上です。ご清聴ありがとうございまし

た。

川原 長谷川先生，どうもありがとうございまし

た。生薬のみならず，医薬品全体の現状，そして薬

価について詳細に解説をいただきました。また，当

センターの宣伝までしていただき，本当にありがと

うございます。

それでは，これから総合討論に移りたいと思いま

すので，演者の先生方は壇上に上がっていただきま

すようお願い申し上げます。
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〔総合討論〕

渡辺 さて，残りが２０分もないのですが，去年の

シンポジウムも含めて，ある程度，方向性を決めた

いと思います。実はいろいろな問題があって，学会

員の中からは，とにかく薬価を上げてくれという要

望を本部から上げろという要望が強いのですが，そ

う単純な問題ではないということがお分かりいただ

けたかと思います。問題点の洗い出しのようなもの

があると思いますので，それをやってから，どのよ

うにすればいいのかという議論に移りたいと思いま

す。少し時間をオーバーするかもしれませんが，大

事なテーマなので皆さん，ご協力をお願いいたしま

す。

それでは，フロアの方から多分いろいろな意見が

あると思うのですが，建設的な意見をお願いします。

単に駄々っ子のように薬価を上げろというのはやめ

ていただいて，建設的にこうすればいいというご提

案，もしくは今の話の中で分かりにくかったところ

があれば，まずお願いしたいと思います。どうぞ。

フロア１ 東京の薬剤師の三上です。

今，長谷川先生から，業界が一致団結するような

ことでこれを乗り切るようにというお話がありまし

たが，独禁法などには引っ掛からないものなのかを

お伺いしたいと思います。

渡辺 長谷川先生，お願いします。

長谷川 ありがとうございます。やり方によって

は，引っ掛かるかと思います。ただ，業界として

やっていただきたいという話のところで，いろいろ

なことを多分やっていただかないといけないのだと

思うのですが，例えば変に競争を阻害するような行

為自体は独禁法に引っ掛かると思います。しかし，

例えば再算定のときに，協力して薬価引き上げ要求

するということに対しては多分，問題がないのだと

思いますし，今までもやってきたことかと思います。

ですから，やる行為に対して多分，引っ掛かる，

引っ掛からないがありますので，そこはご注意いた

だきたいと考えています。

渡辺 姜さん，逆にどうしてこれだけ逆ざやと言

いながら，甘草だけしか再算定されなかったのです

か。これだけ赤字だと，みんなぼんぼん全部出して，

全部，不採算品をなくすようなことが，どうしてで

きなかったのでしょうか。

姜 先ほど説明したように，業界が基本的には漢

方生薬製剤協会と，日本生薬連合会という二つがあ

ります。先ほどお話ししたように，日漢協に入って

いる会社，それ以外に日生連という業界に入ってい

る会社があります。日生連がほとんど生薬をメーン

に扱っている会社なのですが，弱小の会社が多くて，

厚生省が求める，この医薬品を製造するのに電気代

が幾らだった，あれが幾らだったと，ものすごく細

かい資料を要求されて，そういう資料などを出せる

かという，弱小のメーカーが多いのです。出したく

ないのではなくて，出せないような，要するに一般

的な企業であれば，当然そういう管理をされている

かもしれませんが，日生連の会社は，そこまで管理

していないのです。もっと大まかな丼勘定の製造経

費でやってきているので，厚生省が求める資料がそ

ろわないので，なかなかそういう資料を提供できな

いのです。

甘草だけ上がったのはなぜかというと，全部そ

ろったのかというと，そろっていないはずです。社

会が甘草に対してあれだけうるさく言われたので，

厚労省も上げたのだろうと，書類がそろって不採算

だから，そういう書類が全部そろって上げたとは，

私は一つも思っていません。五味子にしてもそうで

すし，あれは全て，医療用生薬の会社が全部の書類

をそろえて出して，上げたのだということではない

と私は思っています。

ですから今回も，なかなかそろわないから上げな

いと言われると，われわれ業界としては大変つらい

のですが，そろわない現状も確認していただきたい

と思います。

ついでに私も言いたかったのですが，先ほど厚労

省の方が言われたとおりに，当然，医療費を下げな

ければいけない。市場の流通価を調査して，それに

基づく結果，薬価は下がっていく，これは当然だと

思うのです。医療費を下げなければいけないので，

実勢とは違うのです。それと同じように，実勢価格

は厚労省さんが把握しているのです。では，そうい

うことを言わないで，下げるときだけそういうこと

を言っておいて，上げるときぐらい同じようなルー

ルで上げてくれたらというのが，私の本音なのです。

すみません。

渡辺 なるほど。R２算定を，上げるときにも使

うということですね。ありがとうございます。
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次に佐橋先生，お願いします。

佐橋 福島県立医大会津医療センターの佐橋と申

します。

私は去年もこのシンポジウムでお話しさせていた

だいたのですが，生薬業界の現状は去年でもすごく

厳しかったわけです。厚労省の先生が来ておられま

すが，今日のテーマは「生薬をとりまく状況」です

か。去年と全く，今までと同じような新鮮味がない

ようなお話だったと思うのですが，今回，現場の先

生方，またメーカーの方がいらっしゃって，お話を

聞いて，どれほど新鮮味を感じたかお聞きしたいの

ですが，いかに苦しんでいるかは理解していただけ

ましたでしょうか。

長谷川 私でよろしいのですね。

佐橋 厚労省の長谷川先生にお願いいたします。

長谷川 今の薬価の仕組みという意味では，全体

的な価格決定の仕組みと，保険診療の仕組みという

ところで，どういう形になっているかという話が，

多分根本にあるのだと思います。そして，それへの

企業の対応という形になるのだと思うのです。

結局，先ほど栃本の姜さんが言われましたが，上

げるときに実勢価格に基づいて上げればいいのでは

ないかという話がありました。それは確かにそうい

う意見もあるかと思います。ただ，それについては，

薬価を上げてほしいから，実際の取引価格を上げま

すという場合に，それは通用するのかどうかという

話になるのだと思います。どこの立場でものを言う

のかという話になるのだと思いますが，最終的には

国民の立場で，患者の立場でどうするのかという話

になるのだと思います。薬価を決めるに当たっては，

例えば支払い側，診療側，公的な立場である学識経

験者，そういう方がいらっしゃる中医協の場で，こ

の薬の算定についてはこうやりましょうという形で

決まって，その決まったルールに基づいてやるしか，

いわゆる国としてのやり方はないということです。

実際問題として，私が来たのは昨年８月になるの

で，そこから生薬漢方の非常につらい状況を業界か

らも，または医療関係者の方からも聞いているので，

できるだけそういうところについては，改善をして

いきたいと個人的には思っています。ただ，今の

ルールでは，次の改定時に，そこのところを是正す

ることしか，今のところはできないのかと思ってお

ります。

また先ほど，同じ話ではないかと言われましたが，

セッションでどういう形のものを発表するのかとい

う話はいろいろございますので，それについては座

長の先生と相談し，私からはこのような話をさせて

いただきました。

佐橋 すみません。国民のための制度ならば，今

回のことで生薬が薬価対応できなくなるということ

は，かなり切羽詰まっているわけです。その状況は，

私は１年前にもお伝えしましたが，ならば今回のお

話を聞いて，いかに切羽詰まった状況だということ

は，本当に分かっていただけたのでしょうか。

長谷川 分かっているつもりですが，では，切羽

詰まった状態に誰がしたのか，そこについてはどう

お考えでしょうか。

佐橋 だいぶ話が変わってきますので，もうやめ

ておきます。

渡辺 去年のこのシンポジウムの私のまとめは，

業界の自浄作用がないのではないかということでし

た。安かろう悪かろうを売っている，まさに悪貨が

良貨を駆逐するような業者があることも事実なので

す。

佐橋さんから，何も変わっていないのではないか，

という指摘がありましたが，実際にはものすごく国

は変わっています。そもそも国に丸投げしているわ

れわれもおかしいのです。バカの一つおぼえみたい

に「薬価を上げろ」ではないのです。ですから，ど

ういうふうに制度を変えてほしいのかを具体的に挙

げないと，こういうつばぜり合いというか，お互い

の責任をなすり付け合っても仕方がないので，むし

ろ建設的な意見をぜひともお聞かせいただかないと，

今日のシンポジウムは終われないかと思っておりま

す。よろしくお願いします。

浅間さん，お願いします。

浅間 ウチダ和漢薬の浅間でございます。ただ今，

お話がございました日本漢方生薬製剤協会で生薬の

担当もしていまして，国内栽培から薬価の話から，

全て対応させていただいております。

今日，ご講演いただいた先生方の話は，われわれ

業界は真摯に受け止めなければならないということ

が大前提です。当然，生薬を，これからも先生方の

元に安定的に供給していくことが大前提で，これか

らのお話をさせていただきます。

今のお話にあったとおり，薬価が下がっていった
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ということがありますが，これはまさしく，われわ

れメーカー側が，薬価より安い値段で取引をしてき

たことが最大の原因です。全体の薬価の話をします

と，古くは昭和３１年に２生薬，ゲンチアナ末と大黄

末が収載されてから，今２３９品目の生薬が載ってお

ります。薬価の５１０番です。そして市場実勢価格が

導入されたのが，先ほども長谷川先生のグラフでご

ざいましたが，平成４年です。このときまでは生薬

の薬価は上がってきたのです。まだ市場実勢価格方

式ではないですから，生薬の価格は上がってきたの

です。

この後，平成４～１２年の間に，いわゆる Rが１５

から２に減ったのです。１５から２に減った時点では，

生薬薬価全体は下がっていなかったのです。下げ止

まりしていたのです。つまり，１５％の値引きの中で

取引ができていたので薬価が下がらなかったのです。

これが R２になった以降，これでは収まりがつかな

くなってしまって，薬価が下がってきたということ

です。

時を同じくして，今まで日本の経済の優位性を基

に中国の安い物資を調達していた状況が，ここ近年

大きく変わってしまったことがあります。いわゆる

生薬の価格高騰です。これがより一層，今の不採算

を著しいものにしてしまいました。

このようなことがありますから，お話にもありま

したとおり，今，業界団体としては，そういったと

ころを非常に真摯に受け止めて，先ほど姜先生が

おっしゃいましたが，過去には確かにそういうこと

もありました。実際に平成２２年にも，不採算品再算

定を申請しました。このときも東と西で意見が合わ

ずに，結局，東の会社だけで共通できるもので申請

しました。結果は通りませんでした。これは，きち

んとルール上には載っていましたが，そのときは駄

目でした。ですから，そういったことを踏まえて，

次の薬価改定には日漢協と日生連が一枚岩で対応し

ていこう，それも１～２品目の不採算品再算定では

なく，数十品目に対して不採算品再算定を上げてい

こうということで，今，必死に取り組んでおります。

それについては今，長谷川先生にも非常にいつもご

指導いただいているという形です。

もう一つ，私がここであえて言わせていただきた

いのが，実は，私どもが不採算品再算定を出しただ

けでは，ルール上に乗っ取っていても駄目なのです。

というのは，あそこにもあったとおり，医療上必要

のある医薬品がルール上で適用されることになって

います。「医療上必要である」ということは，実は

われわれメーカー側から言うことはできません。こ

れは学会様から言っていただきたいということです。

実際，不採算品再算定を出すときには，学会の推薦

状がないと受け取っていただけないという形です。

三潴先生が先ほどお話しされていたとおり，エキス

剤ではできない湯液治療の素晴らしさを，どうか今

回の不採算品再算定の申請のときに学会として，も

う一度お話をまとめていただいて，文章で何とか要

望書としてまとめていただけると，われわれ業界と

しては非常にありがたく思っています。

たくさんのハードルがあるかと思いますが，これ

からも皆さまとご相談させていただきながら，進み

たいと思います。ありがとうございます。

渡辺 学会は毎回，要望を出しているので，出し

ていないことは全くないですけれども。

浅間 そのとおりです。今回もお願いいたします。

渡辺 はい。あとは，R２算定方式に代わるもの

は何か提案できるのですか。例えば，これは工業製

品である普通の薬価はいいのだけれども，生薬に関

して R２算定方式はなじまないというような提案は

ありでしょうか。

浅間 直近の問題としては，不採算品再算定でや

るしかないのですが，中長期で考えたときには，そ

れ以外の方法はこれから議論しなければならないと

思います。特に他の新薬は，化成品でもそうですが，

いわゆる後発医薬品，長期収載医薬品は，新薬のた

だ薬価が下がっていくだけの仕組みとは，また違っ

たところで，今，議論が始まっているので，生薬も

そういったところで議論をすることは可能かと思っ

ております。

渡辺 他にいかがでしょうか。

三潴先生，お願いします。

三潴 一言だけ，業界からの要望で学会がという

話で，私も学会員なので一言言いますが，そうであ

るならば，業界からはもっと早い時点で，申請すべ

き不採算品目の候補一覧などをきちんと出していた

だかないと，どたばたになってから，急に出されて

きても，十分な要望書が出せない。それはわれわれ

も反省しなければならないことがありますが，業界

は大いに反省して協力体制を敷いていただかないと，
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学会も業界団体から年度末になって，急にぽんと依

頼されて，すぐに動けるような問題ではないという

ことです。よろしくお願いします。

渡辺 ありがとうございました。

では，姜さん。

姜 薬価が下がったのは日生連の販売会社が安売

りしたからというお話があるのですが，一部はあり

ますが，当然，仕入れ価格が下がり，中国の輸出価

格が下がり，ドルが下がり，円高になって原価が下

がってきたから，そういう販売価格で販売してきた

のです。いわば一番，正直なのです。一番，正直に

薬価をずっと下げてきたのに，今度はとても合わな

いと言ったときに，不採算部門だと言われるのも少

しつらいです。やはり正直者がばかを見るような社

会は，非常につらいです。

われわれの業界は弱小ですが，薬価対策などを一

生懸命したことがないのです。それが今までの反省

点です。メーカーさんのように薬価を維持するため

に販売価格をきちんと決めて，それ以下では販売し

ないということをしてこなかった反省は，現在大き

く持っております。ですから，安いだけでわれわれ

は薬価を下げたというご指摘もありますが，その一

面はないとは言いませんが，正直に価格を設定して

きた面もあることをご理解いただきたいと思います。

渡辺 ありがとうございます。

やはり生薬の薬価の仕組みそのものを考える必要

がありますね。この間の自民党の議連のときも，要

は為替の変動が今はものすごく円安に振れているの

で，これに対応できるのか。価格の高騰も，姜さん

のグラフで分かるように急に起こっているのです。

だから急激な変化が２年ごとの薬価の改定で追い付

くのかどうか。薬価の制度そのものが，安定した価

格設定ができる工業製品と，相場価格の生薬では違

うのではないかという議論はいかがでしょうか。制

度的な提言のようなものもありだと思うのです。こ

れに関しては，長谷川さんから時価ものというか，

実勢に合っている歯科材料の例などを挙げて，ご説

明いただけますでしょうか。

長谷川 歯科材料の場合は，調べてみましたが，

現在ある金なら金，パラジウムならパラジウムの市

場価格がありますので，その価格に基づいて材料価

格の改定を行うという仕組みがあります。それにつ

いては，６ヵ月ごとに改定をすることになっている

のですが，ただ改定をする月に，価格がその価になっ

ていないと，確か５％以上の乖離があった場合に改

定をする形になっているかと思いますので，そうい

う意味では，市場の国際的な相場が５％以上変わっ

ているかどうかによって，変わってくるという仕組

みになっています。おまけにプラスアルファとして，

材料価格についても材料価格調査があるので，それ

で２年に１度，実際の取引価格に基づいた改定も行

われるというものです。

渡辺 本当に生薬の価格が，この２～３年で５倍

ぐらいに高騰したものもあるので，そういうことを

考えると，まさにそういう制度にも乗っかるのかと

いう気がします。

では，どうぞ。このことに関してでしょうか。

小林 そうです。北里大学薬学部の小林と申しま

す。

長谷川先生にお尋ねしたいのですが，先ほど薬価

を海外，ジェネリックと日本のものを比較されてい

ましたが，生薬の薬価を比較する場合は，やはり同

じようなもので比較すべきだと思うのです。例えば

ドイツだと植物製の医薬品があります。そういうも

のに特化したときに，その薬価の算出方法がどう

なっているとか，薬価の変動がどうなっているかと

か，そのようなことについてもし調べられていたら

教えていただきたいです。

それから，国内の生薬の生産の話が出ましたが，

薬価がこの５０年ぐらいで５分の１ぐらい，普通の農

産物でも，そのくらい下がっているものはほとんど

ないのではないかと思うのです。先ほど生産価格と

いう話がありましたが，そういう部分と薬価の間の

調整のようなものが，もしどこか他の国でされてい

る事例があれば，お教えください。

渡辺 長谷川さん，資料はありますか。

長谷川 すみません，正直に申し上げまして，生

薬についての国際的な比較をしたようなデータは，

私は持っておりません。日本国内に流通しているも

のについては，一応基本的には日本薬局方に基づい

たものが多いかと思いますので，日本薬局方は日本

で作った基準に適合したものになるかと思います。

ですから，同じものが海外でどのぐらいの価格にな

るかは，調べれば多分分かるのだと思いますが，そ

こについては非常に難しいのかと思っています。

小林 同じものというわけではなくて，海外で医
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薬品として使われている生薬が，日本と同じものの

値段がどうというわけではなくて，その扱い方は，

日本でも海外でも同じだと思うのです。農作物とし

て使われているものを，生薬として医薬品に使うと

きの，その薬価の算出方法などがもしあれば，教え

ていただきたいということだったのです。

長谷川 すみません。そこについては，私は存じ

ておりません。

渡辺 大事なことは，もちろん制度的なものは変

えても，結局，口は悪いけれども，安かろう悪かろ

うを売っている業者だけが笑いが止まらないという

状況は，避けなければいけないのです。先ほどの姜

さんのスライドを見ていると，日本の生薬栽培が駄

目になった理由，もしくは薬価が下がった理由とし

て，薬局方で扱う生薬が変わってきたこともありま

す。国内生産を増やすための薬局方の見直し，生薬

の使い方，もう一つは安心・安全のための基準づく

りについて，川原先生からご意見をいただければと

思います。

川原 われわれの研究所でも，国内の薬用植物の

栽培振興を，やはり一つの大きなテーマとして中心

に扱っていまして，そのためのいろいろな方策を講

じているところです。まだ研究段階のものも当然あ

るのですが，その一つして，水耕栽培による栽培法

の確立があります。

これは，甘草については鹿島建設と千葉大学の共

同研究において栽培法が確立しました。しかし，ま

だそれを生産に持っていくには，やはりできたもの

の金額の問題，あるいは，先ほど姜先生がおっしゃっ

ていたように，薬用植物の場合は，野生品が基本で

あって，栽培品でもかなり質が違ってくるという前

提があるので，水耕栽培をした場合には，さらに品

質が変わってくる可能性があります。当然，薬局方

の規格はクリアしていることは確認していますが，

それ以上の科学的同等性，生物学的同等性も今後，

評価していかないといけません。そういうエビデン

スを出した上で初めて，局方品，あるいは患者の皆

さんに使っていただけるものができるものだろうと

考えていまして，現在，厚生労働省の研究費の支援

の下に研究を行っている次第です。

ですから，そういうエビデンスができてきた上に

おいては，今回お集まりいただいた臨床の先生方に

も，ぜひそういったものを使っていただいて，評価

をしていただく，それで本当にいいものであれば，

水耕栽培の場合には，かなり品質の安定したものが

できますし，今，問題になっている，例えば重金属

や農薬などの汚染に関する心配がほとんどありませ

ん。そういう点では安心・安全を確保することが可

能となりますが，価格はどうしても高くなります。

しかし，これからの日本国内で薬用植物を確保して

いく点では，非常に大きな一つのファクターになる

のではないかと思っています。

さらに，うちは北海道にも研究部がありまして，

そちらでは大規模の栽培法，いろいろな既存の農業

機器を使って，それを薬用植物栽培に生かしていく

方法も検討しています。当然，栽培がまとめて機械

化できればコストも下がりますので，そういう方法

も模索しながら，また業界の方々や臨床の方々と協

力しながら，より良い国内栽培を進めていければと

考えておりますので，ご協力をいただければ幸いで

す。

渡辺 薬局方の中の指標成分は二つ決められてい

て，ある程度，幅があるのですが，今の半夏にして

も，特許品からだんだん質が落ちているのは，恐ら

く品質の幅の上の方だったものが，だんだん局方の

規準ぎりぎりになっている。要は，いい生薬，いい

治療のためには，もう少し基準など，いろいろなも

のを見直す必要があるのではないかと思うのですが，

それはいかがでしょうか。

川原 ただ，やはり特に臨床をされている先生方

が実感としてあるのは，姜先生のお話でもありまし

たように，要するに良い生薬は，その中に入ってい

る成分のバランスの問題が非常に大きくて，ある特

定の成分が高ければいい生薬かというと，必ずしも

そういうことではありません。やはりいろいろな成

分のバランスの上に，同じ生薬でも，先ほど大黄の

例でもあったように，ただセンノシドの含量が高け

ればいというものでもありませんし，やはり症状，

あるいは処方に合った，それに見合う生薬が必要で，

かつ，そういうものが，いわゆる良い生薬と言える

のではないかと思います。

その点では今後，局方の規格を設定する上でも，

いろいろな見地から判断をして，もちろん規格設定

を一つするに当たっても，業界の方々に協力を得な

がら，かなりたくさんの市場品を収集して，実測

データを取ってと，非常に息の長い仕事になります。
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そういう大変さは当然あるのですが，ただ今後は，

そういうことも含めて一つ一つ問題に取り組んでい

かないと，本当にこれから漢方，生薬業界は非常に

厳しい状況にあります。逆にそれを一つのチャンス

と捉えて，より良い方向に進めていくために，業界，

そして官民が本当に共同で進めていく必要があるの

ではないかと考えております。

渡辺 ありがとうございます。

さて，時間もだいぶ押していますので，あとお二

方，下田先生は R２方式はやはり限界だというご意

見だったのですが，何か追加はございますか。

下田 以前から訴えていたのが，新薬と生薬の薬

価制度の在り方を同等に扱うこと自体，当然無理が

あることなので，それを野放しにしてきた生薬業界

の責任がやはり大きいのではないかと思います。私

たちは薬局で現場なので，不採算，採算はどうして

も考えてしまいます。そうなると，現状のままです

と，今後どれだけ生薬の調剤を続けられるかは，今

の多くの薬局さんが同じように思っているのではな

いかと思います。

これという方策はないのですが，やはり早急に取

り組まないといけないことは確かだと思います。

渡辺 ありがとうございます。

では，手を挙げられた方がいらっしゃいますので

手短にどうぞ。

!橋 大阪大学の!橋（京子）と申します。
私は今，いい生薬を作っていらっしゃる奈良県さ

んなど，そういう栽培育成のところのご相談に乗っ

ている者なのですが，生薬は薬だけではなくて，食

品などのジャンルと絡んでいるので，薬事局方以外

に，専ら医薬品，あるいは明らか食品というくくり

が入っています。生産者の方はかなり高齢化してい

て，お話を伺うと，その規格に合わないものを換金

できない，それを他に食品として回すのにも，ああ

いった基準が入ってくるというご苦労を伺っていま

す。特に，第６次産業や，地域連携をして何かそち

らの経済的な対策をというところに，そこが大きく

関わってまいります。こういうところを，今の専ら

医薬品等の基準を作っていらっしゃるのは厚労省さ

んかと思うのですが，そういうことを今後，考慮し

ていただきたいです。

それから先ほど長谷川先生が，農水省などともい

ろいろ情報交換を始めておりますとおっしゃってい

ました。実際，これは栽培の農水省が経済的なとこ

ろと，かなり他部局といろいろな情報交換を連携し

ていただかなければ難しい問題かと思いつつ，それ

が進んでいることを喜んでおります。どうぞよろし

くお願いいたします。

渡辺 ありがとうございます。

薬食区分の問題はまた別問題で，これは本当に薬

事法によってころころ変わって，だいぶ業者は困っ

ているので，この問題は少し置いておきたいと思い

ます。

ではもうひとかた。その後で最後に増田さん，メ

ディアの立場でご意見をいただきますのでよろしく

お願い致します。

まず先に鳥居塚先生，どうぞ。

鳥居塚 昭和大学の鳥居塚です。今日はいろいろ

とシンポジウムを聞かせていただき，ありがとうご

ざいました。また，フロアからもいろいろな説明も

あって，いろいろなところでの事情というか，問題

があるのかと思いました。

ただ，われわれがここに集まったのは，やはり漢

方が好きですし，それを日本の医療システムの中で

しっかりやっていきたい，それが国民やわれわれの

健康維持のためにいい医療システムだということで

あろうと思っております。本当に足腰が強い形での

漢方医療を継続していきたいと思っております。

気になって一言だけ申し上げたかったのは，今は

８５％ぐらいが中国からの輸入に頼っていますと，中

国の後は，国家戦略として中医薬を出していこうと

思っており，ISOなどに私どもは関わっています。

川原先生もご努力されていますが，ワーキンググ

ループ２あるいは１では，ISOの中では標準化して

いこうという状況になってきています。その先を考

えると，ISOの登録票を付けていって，それで生薬

を販売，あるいは国際的に流通される形にでもなろ

うかと思います。

その辺の対策も見据えて，先ほど渡辺先生，川原

先生，それから各先生方もおっしゃいましたが，産

官学，日本の医療システムをきちんとしていく形で

一丸になってやっていくところが，方向性としては

必要なのかと思います。先ほど渡辺先生が，ここで

のフロアでは次のステップや方策を考えていかなく

てはいけないとお話しになりましたが，私も全く賛

成です。そのような方向で皆さん協力してやってい
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くのが，日本の医療崩壊にならないで，われわれも

しっかり，いろいろな形でやっていけることになる

のではないかと思っております。どうもありがとう

ございました。

渡辺 ありがとうございました。

まとめを取られてしまった感があります。まさに

昨年のシンポジウムのまとめとして，産官学の賢人

会のようなものを作るべき，という結論だったので

すが，実現できませんでした。

国に丸投げは悪しき習慣なのだと思うのです。国

からは，現場の声としては，どうしてほしいのだと

求められているので，われわれが，もしくは官にも

入ってもらって，どうすればどう解決するのか，い

ろいろな立場の人が自分のことしか考えないで発言

するから，全然まとまらないのです。ですから，や

はりもっと大きな視点で，そういうさまざまな立場

の人が集まる協議会をつくる。官主導でやってもら

うのか，学会主導でやるのか，またご相談させてい

ただければと思いますが，いずれにしても，そのよ

うな取り組みは必要かと思います。

鳥居塚先生，ありがとうございました。まさに最

後に私がまとめようと思ったことなのですが，本当

に見失ってはいけないのは，やはり質を担保した生

薬治療の維持，発展で，そこにあるのは患者さんだ

ということです。

今日の議論を踏まえて，一般の方を代表して，最

後に増田さんからご発言いただければと思います。

増田 渡辺先生，ご指名いただきありがとうござ

います。

初めまして，女性医療ジャーナリストの増田美加

と申します。私は女性の医療，もちろん女性だけで

はなく医療全体についてなのですが，私が女性とい

うこともあり，特に女性医療，女性が健康の核にな

るという立場から，二十数年記事を書いてまいりま

した。私自身も３０代の不妊治療から，７年前の乳が

んに罹患して，漢方には非常にお世話になってまい

りました。そういう意味で患者の立場でもあり，ま

た少し客観的に医療の情報を伝えるというジャーナ

リストの立場でもありという状況なのですが，この

春，NPO法人「みんなの漢方」という患者のユー

ザーの会を立ち上げました。漢方を使っている患者

の立場の会です。こういう患者の声を，ぜひ薬価と

いうか，漢方医療の中にも取り入れて聞いていただ

きたいという思いも一部あり，まだ立ち上がったば

かりの会ですが，これから患者さんの声を集めて，

患者がどのように漢方医療を利用したいと思ってい

るか，そして薬価が上がっていくことで，どういう

影響があるのかという話も，アンケート調査を通じ

て集めたいと思っています。

これは今，先生方のお話を伺った私見なのですが，

もちろん薬価は安い方が，私たち患者にとってはあ

りがたいです。でも，薬価が下がることだけではな

く，例えば仮に薬価が上がったとしても，そうでは

ない状況で，患者のメリットがある，医療メリット

があるような提供をしていただければ，患者として

は満足できる部分もあるのではないか。薬価として

小さい視野で見るのではなく，今，渡辺先生がおっ

しゃってくださったように，東洋医学は，大きな視

点で人間を見る医学だと思いますので，大きな視点

で医療全体の中で患者のメリットを考え，そして薬

価がどうなるのかを考えていただけたら，大変あり

がたいと思っております。ありがとうございます。

渡辺 どうもありがとうございました。

なかなか議論は尽きないと思いますが，結果的に

は昨年と同じまとめになってしまうのですが，いろ

いろな立場の人が自由に意見を出し合える協議会を

作ることから始めるしかないと思います。産学だけ

で連携すると，どうしても癒着ではないかと思われ

るので，われわれ学会としても産業界とは少し距離

を置いてきたところがございます。だから，そこを

市民の声，もしくは官に入ってもらって，やはり本

当に安倍政権の下で成長戦略の中の一つになれるよ

う，「攻めの農業」とも絡めて，大きな産業になる

ような仕組みづくりを，他人任せにではなくて，自

分たちで考えることが必要でしょう。官に任せて去

年から進歩がないではないかということがなく，わ

れわれが考える。

最後に予告ですが，来年もう１回，佐藤弘次期総

会会頭から，生薬のシンポジウムをやれと仰せつ

かっております。佐橋先生が，全くこの１年，進歩

がないと，また来年も怒らないように，これからの

１年は大きな進捗，動きにつなげたいと思いますの

で，この議論はここで終わりにしますが，引き続き

皆さま，ご協力をお願いいたします。どうもありが

とうございました。
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